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１．基本的な事項 

（１）臼杵市の概況 

ア．自然、歴史、社会的、経済的諸条件の概要 

①自 然 

   本市は、大分県の東南部に位置する総面積 291.20 ㎢の地域である。東は豊後水道に面し 

た臼杵湾に臨み、北西部は大分市・豊後大野市に接し、南西部は鎮南山・姫岳・冠岳・石峠 

山等比較的険しい山稜が津久見市・佐伯市と境を接している。 

 河川は、野津川が南西部を東西に流れ、臼杵川・末広川・熊崎川が臼杵湾に注ぎ、各河川 

沿いには水田がひらけている。畑地は野津地域の北側を中心に広がっている。  

 気象は、瀬戸内海型と南海型が混在し、年平均気温 15～17℃、年間平均降水量 1,500～ 

1,800 ㎜で、温暖多雨、自然条件にも恵まれているが、過去 400 年間に 3度の大きな地震と 

津波に見舞われている。 

 

②歴 史 

本市の歴史は古く、旧石器時代から近世にかけての遺跡が市内随所に確認され、また高度

な宗教文化の存在を今に伝える平安末期に造立された国宝・特別史跡臼杵磨崖仏や田野の水

地九重塔をはじめとする仏教文化財、戦国時代にキリスト教が伝来したことによる国史跡下

藤キリシタン墓地や市指定有形文化財寺小路磨崖クルス等のキリシタン関係文化財が数多

く残されている。 

国指定重要文化財虹澗橋を始めとする重厚な石橋等、国や県、市指定の石造文化財も数多

く存在している。また、これら屋外にある文化財は地元で産出される阿蘇熔結凝灰岩（臼杵

石）を使用して造られており、古墳時代の石棺や石人以来、加工技術はこの石材を産出する

九州でもトップレベルに達しており、近世末期から近代にかけて多数造られるようになった

虹澗橋のような大型の石橋はその白眉といえる。 

 本市の中心市街地では 16 世紀後半に大友宗麟が臼杵城を築城した後に城下町の形成が始

まり、近世初期からその終末まで臼杵城主であった稲葉氏時代によって完成された。この稲

葉氏時代の城下町の景観が今日までよく残されており、明治末年まで東九州随一の商都であ

ったことがうかがえる。商都としての臼杵が繁盛する一方で、臼杵藩は度重なる災害や幕府

からの負役によって 19 世紀初頭までに財政破綻をきたしていた。この中で城代家老に就任

した村瀬庄兵衛による緊縮財政と、「黄飯」や「きらすまめし」等の郷土料理を生み、臼杵の

気風の礎となっている。堅実な江戸時代の藩風は、二孝女にみられる親孝行や質実な臼杵人

気質を醸成して今日まで受け継がれ、多くの政治家や経済人、文化勲章受章者を始めとする

優れた文化人・芸術家を輩出してきた。文化施設のない時代に図書館の寄贈を受け、教育の

土壌がつくられた。また、民話で頓知やユーモアに富んだ「吉四六（きっちょむ）話」等も

生み出された。 

 明治のはじめに 1 町 193 村であった臼杵は、数度の変遷の後、明治 22 年の市制・町村制

施行により旧臼杵市の原形となる臼杵町と 10 村及び旧野津町の原形となる 5 村に統合され

た。臼杵町が、昭和 25年に海辺村と合併して市制施行し臼杵市となり、昭和 29 年に佐志生

村・下ノ江村・下北津留村・上北津留村・南津留村 5 村と合併した。昭和 24 年に野津市村

が町制を施行し野津町となり、昭和 26 年に田野村、昭和 30 年に川登村、南野津村と合併し、

昭和 32 年に戸上村 14 集落を編入合併した。臼杵市と野津町が、平成 17 年 1 月 1 日に臼杵

市として新設合併し、現在に至っている。 
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③社 会 

本市は、古くから地形・地質・気候に恵まれた地域で、その風土を利用した農林漁業をは

じめ醸造業等伝統的な産業を中心に振興を図ってきた。 

しかし、昭和 30 年代後半から始まった高度経済成長政策は、我が国の経済を著しく発展

させる反面、これまで日本社会構成の基礎であった本市のような農山漁村を、大きく疲弊さ

せることとなった。特に新規学卒者等を中心とした若年労働者の都市部への流出は、地域活

力の低下とともに、集落機能の低下をもたらした。さらに、昭和 40 年代における県都大分

市の新産業都市の建設は、恒常的な出稼ぎ者の常態化や兼業化をもたらし、構造的な過疎化

現象をより顕在化させることとなった。 

電化製品や自動車等の開発・普及は、農山漁村生活の近代化をもたらしたが、交通通信基

盤や生活環境基盤等の立ち後れは著しく、依然として都市部との格差は続いている状況であ

る。 

 

④経 済 

本市には、地域の幹線道路である国道 502 号が臼杵市街から豊後大野市へ横断し、国道 10

号が野津地域を南北に縦断している。東九州自動車道が臼杵市の中間位置を通り、臼杵イン

ターチェンジにより大分や福岡、宮崎へのアクセスが良く、海路としては、九州と四国をフ

ェリーで結ぶ臼杵港は、2025 年 3月に新フェリーターミナルが竣工し、九州の東の玄関口と

して役割を果たしている。 

 本市は豊かな自然に恵まれ、古くから第一次産業が盛んな地域で、特に、醸造業、農業、

造船業が主要な産業として発展してきた。 

 醸造業においては、江戸時代末期から味噌や醤油などの発酵・醸造業が発展し、西日本で

も有数の規模を誇っている。 

 農業では、西日本有数の生産量を誇る葉たばこをはじめ、ピーマン、カボス、サツマイモ

（甘太くん）などが生産されており、環境に配慮した「ほんまもん農産物」の生産にも力を

入れており、循環型農業を通して地域の活性化を図っている。 

 また、海岸部では、古くから漁業とともに造船業が盛んである。造船業では、近年ではケ

ミカルタンカーの受注が好調で、進水式は観光イベントとしても注目されている。漁業にお

いては、資源豊かな豊後水道において、釣り漁業やはえ縄漁業をはじめとする、多様な漁業

が営まれている。 

本市の産業別就業人口総数は、過疎化や少子高齢化の進行に伴い、年々減少傾向にあり、

令和 2 年では 16,160 人となっている。 

産業別就業人口割合では、第一次産業の減少幅が著しく、昭和 35 年から令和 2 年までの

60 年間に、49.9％から 9.2％と大きく減少している。これに対し、第三次産業は 29.4％から

63.6％に、第二次産業は 20.6％から 26.8％と顕著に増加しており、就業人口は第三次産業、

第二次産業へ移行している。 

なお、本市における令和 4 年度の産業別総生産額は 104,675 百万円で、第一次産業 3,121

百万円（構成比 3.0％）、第二次産業 26,626 百万円（構成比 25.4％）、第三次産業 73,309 百

万円（構成比 70.0％）となっている。 

 

イ．臼杵市における過疎の状況 

本市では、人口の減少に起因する地域社会の諸問題に対処するため、かねてより過疎地域
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であった旧野津町地域において、昭和 45 年制定の過疎地域対策緊急措置法をはじめ、昭和

55 年制定の過疎地域振興特別措置法、平成 2 年制定の過疎地域活性化特別措置法、平成 12

年制定の過疎地域自立促進特別措置法に基づき、過疎計画を策定し各種取り組みを行ってき

た。平成 22 年には新たに旧臼杵市地域が過疎地域となったため、臼杵市全域を対象とし、

地域の自立促進に向け総合的かつ計画的な過疎対策事業を実施してきた。 

これまでの過疎対策事業として、安全・安心な暮らしの実現のために県道・市道・広域農

道等の整備、上下水道施設の整備、公営住宅の建て替え、高齢者支援施設の整備等を行い、

都市部との情報格差の解消を図るためケーブルテレビ施設を整備した。健康づくりや学びの

場としては吉四六ランドの整備や小中学校・幼稚園等の学校教育施設の整備、中央公民館や

地区公民館といった社会教育施設の整備にも積極的に取り組んできた。また産業振興として

は、立地条件を生かした農林業の振興や企業誘致を促進している。このほか、定住促進のた

めに、大分市に隣接という立地条件と都市と遜色ない生活・情報基盤を持ちつつ自然豊かな

景観を有するという特色を生かし、様々なライフスタイルに対応した魅力ある住宅用地の造

成も行ってきた。 

さらに、地域素材を生かした取り組みとして、「民話吉四六話」、「二孝女」、「三浦按針」

を題材としたイベントや交流を行ってきた。また、先人より受け継がれてきた国宝臼杵石仏

や古い町並み等文化と歴史を後世に引き継ぐとともに、歴史資料館を整備し個性的で特色の

ある地域づくりに取り組んできた。 

これら施策の結果、産業基盤の整備や交通通信体系、生活環境等の公共施設の整備が進

み、地域が持続的に発展する観光・レクリエーション施設や住民ニーズに応じた福祉施設等

が整備される等、一定の成果を上げてきた。 

しかしながら、少子高齢化と人口流出は今日においても進行しており、上記の施策にもか

かわらず、地域活力の低下は引き続き本市の課題である。交通通信体系等、一定の整備が図

られた分野があるものの、医療の確保、その他の生活環境基盤等の分野においては、都市部

との格差は依然として大きく、厳しい状況が続いている。 

今後も本市においては、人口の減少傾向が続くものと予想されることから、子育て教育環

境の整備や本市の様々な資源の活用、創出による産業観光振興、また、それらや生活環境の

整備、地域内・地域間交流の活性化等を通して本市のさらなる魅力向上に努め交流定住人口

を増加させる本市の特性を活かした施策の展開を図っていく必要がある。 

 

ウ．社会経済的発展の方向 

 これまでの社会情勢の変化等により、第一次産業の生産力は停滞傾向にある中、今日にお

ける経済のグローバル化・デジタル化の進展は、地方経済圏にも大きな変化をもたらしてい

る。特に中小企業や個人事業者を中心として産業を形成する小規模都市においては、今後も

影響を受けることが懸念されることから、地域の特色を活かした対応策が必要と考える。 

 近年の道路交通網の整備やモータリゼーションの進展に伴い、通勤、通学、通院、買物等、

住民の日常生活圏が拡大し、産業・経済活動も広域化してきている。 

観光においては、国宝臼杵石仏や風連鍾乳洞等の伝統的な観光名所に加え、昭和 60 年代

から始めた城下町の町並み整備により市街地への観光客も増加傾向にあり、さらに町並みの

魅力を活かした「うすき竹宵」には開催期間中、毎年約 10 万人規模の観光客が継続中であ

る。また、農業体験型の観光として、オーナー農園やグリーンツーリズムの農家民泊等の地

域資源を活かした取り組みも行っている。さらに近年は、外国人観光客数が増えつつあり、
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特にクルーズ船による来訪者が顕著に増加している。 

 こうした状況を踏まえ、稲葉家下屋敷を活用した高付加価値体験型コンテンツの造成・実

証など、本市が持つ特徴と優位性、文化性や産業、都市の生業という地域らしさを観光資源

として磨き上げ、ユネスコの創造都市ネットワーク加盟都市として、臼杵スタイルの循環型

社会の確立を目指し、その実現に向けた観光振興を図っていく必要がある。 

 産業においては、地域の特性を活かした起業の促進、産業分野の活性化により、魅力ある

産業を振興し、就業の機会を創出する。  

 具体的には、本市に立地する造船や醸造、半導体に代表される製造業に加え、多様な地場

企業に向けて、人材確保や事業承継、DX 化推進、設備投資などの支援を行うとともに、新た

な雇用の確保に向け、企業誘致を積極的に行い、暮らしの豊かさを実感でき、安心して働け

るまちづくりをすすめる。 

 また、世界に誇れる臼杵の食文化を活かし、おいしく安全な食材を活かす「有機の里うす

き」「うすき海のほんまもん」の実現や「うすきの地もの」を核とした６次産業化を推進し、

地場企業の発展、新たな産業の創出・育成につなげ、持続可能な産業振興を図っていく必要

がある。 
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（２）人口及び産業の推移と動向 

ア．人口の推移と動向について 

①総人口及び世帯数 

   本市の総人口は、昭和 35 年には旧臼杵市、旧野津町を合わせて 61,337 人であったが、

年々減少を続け、昭和 55 年には 51,302 人（△16.4％）となり、令和 2 年には 36,158 人

（△41.1％）となっている。 

   特に、昭和 35 年から昭和 45 年の 10 年間で 8,903 人減少しており、この 55年間全体の

39.4％を占めている。これは昭和 30 年代後半から始まる高度経済成長にともない、都市

部への人口流出が急増したためである。昭和 55 年以降、人口の減少率は、一旦は鈍化傾

向にあったが、出生数の著しい低下等に伴い今後ますます減少傾向は続くものと予想され

る。 

   一方、世帯数は、平成 17 年には 15,449 戸、平成 22 年には 15,394 戸、平成 27 年には

15,077 戸、令和 2年には 14,749 戸と減少傾向ではあるものの、核家族化の進行等から人

口に比べ減少率は小さくなっている。 

 

②年齢階層別人口 

 令和 2 年の年齢別人口構成比を見ると、15 歳以上 30 歳未満の人口割合（若年層比率）

は 9.5％で、昭和 35 年（22.3％）に比べ△12.8 ポイントとなっている。しかし、65 歳以

上の人口割合（高齢者比率）は 41.0％と平成 27 年（37.7％）に比べ 3.3％高くなってい

る。なお、総人口に関しては平成 27 年と令和 2年を比較すると 6.7％減少している。以上

のことから全体を通して見た時に人口減少と高齢化が進んでいることがわかる。 
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イ．産業の推移と動向について 

①産業別就業構造の推移 

 本市の産業別就業人口割合を見ると、昭和 35 年から令和 2 年までの 60 年間に、第一次

産業 49.9％から 9.2％に大きく減少したのに対し、第三次産業は 29.4％から 63.6％と顕

著に増加しており、就業人口の第三次産業への移行は進んでいる。しかしながら、とりわ

け野津地域においては第一次産業の占める割合は高く、農業が基幹的な産業となっている。 

②産業別の現況と動向 

 本市において農業は第一次産業の大部分を占める産業であるが、従事者の高齢化や他産

業への労働力の流出に伴う担い手の減少、農産物価格の低迷、さらには農業資材の高騰等、

非常に厳しい状況に直面している。林業・漁業を取り巻く環境も同様に厳しく、第一次産

業が若者にとって魅力溢れる産業となるよう、産品のブランド化、6 次産業化等生産基盤

の整備・拡充を進めるとともに、新規就業者の確保をめざし担い手育成等振興策を推し進

めていかなくてはならない。第二次産業については、進出企業の撤退等に伴い平成 7 年を

ピークに減少しているが、地場産業や既存企業の企業努力により 26.8％とゆるやかな減

少となっているため、今後更なる企業振興を支援するとともに、新たな企業の誘致対策に

努める。 
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（３）行財政の状況 

ア．行 政 

    本市の行財政運営は、「臼杵市行財政活性化大綱（平成 17 年度から 26 年度）」、「第 2 次臼

杵市行財政活性化大綱（平成 27 年度から 31 年度）」、「第 2 次臼杵市行財政活性化大綱後期

計画（令和 2 年度から 6 年度）」を行財政活性化の指針として策定、併せて期間中の具体的

な項目「行財政活性化大綱実行プラン」を策定し取り組んできた。「第 2 次行財政活性化大

綱（前期計画）」期間終了時に、新型コロナウイルス感染症のまん延により仕事の在り方や

新しい生活様式の導入、また、加速する少子高齢化や人口減少等に対応できるよう、デジタ

ル化及び働き方改革の推進など効率的な行政運営を行う必要があるため、市役所の在り方を

抜本的な見直しを行う「100 年市役所検討委員会」を立ち上げた。このため「第 2次行財政

活性化大綱（後期計画）」は、これまでの取り組み状況を鑑み、基本方針である「市民のお役

に立つ頼もしい市役所の実現」、「持続可能な市役所経営」、「市民と共に歩む市役所」及び市

民サービスの向上や収入確保、歳出削減等一部内容を継続しながら、喫緊に取り組むべき項

目を追加し、令和 3 年 3 月に改定した。令和 7 年度において、「第 3 次臼杵市行財政活性化

大綱及び実行プラン」を策定し、主に歳入確保、歳出削減、組織機構、定員管理に焦点をあ

てることにより、持続可能な市役所づくりの実現をめざし取り組んでいる。 

 

イ．財 政 

本市の財政状況は、合併した平成 17 年度と令和 6 年度を比較すると、この 20 年で行財政

改革の取り組みや計画的な事業の執行により財政状況を示す各指数は改善され、基金の残高

も大きく伸びている。しかしながら財政構造の弾力性を示す経常収支比率、実質公債比率に

ついては県内他市や類似団体と比較し依然として高い状況にある。 

また、市債残高は減少傾向にあるものの、今後想定される大型の投資的事業については、

より一層の計画的な事業選択が必要となる。 

令和 7 年に公表した中期財政収支の試算では、市税においては生産年齢人口の減少により

税収の増加が期待できない状況であり、普通交付税においては、令和 7 年国勢調査の影響に

よる減額が予想されている。 

歳出においては、人件費の増加、医療・介護・福祉といった社会保障関係費の増加に伴う

扶助費の増加等、義務的経費が高い水準で推移し、さらに、デジタル化や公共施設の老朽化

に伴う維持管理経費の増加等も見込まれ、厳しい財政運営を強いられる状況が予想される。 

限られた財源の中で、増加するコストに対応しながら、市民に必要な行政サービスを維持・

向上させつつ、中長期的な視点に立った健全な財政運営に努める必要がある。 

このように本市を巡る財政状況は厳しいが、「第 3 次臼杵市総合計画（以下、「総合計画」

という）」に掲げたまちづくりの目標の実現に向け、積極的に取り組んでいく必要がある。

特に課題である人口減少問題の克服に向けて、「第 2 期臼杵市まち・ひと・しごと創生総合

戦略（以下、「総合戦略」という）」の重点プロジェクトに取り組み、成果を出す必要がある。 
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ウ．主要公共事業等の整備状況 

令和 6 年度末における市道の改良率は 35.7%、舗装率は 96.6%の整備状況である。今後も重

要度・緊急度等を考慮しつつ、改良・舗装整備を計画的に進めていく。 

農道は、現状の機能を維持しながら、農業生産活動の推進や農村環境の改善を図る。 

また、林道整備は、現状の林道としての機能を維持しつつ効率的な経営と森林の適正な管理

を図るため、今後も継続して実施する。 

令和 6 年度末における水道普及率は 98.0％であり、また生活排水処理施設として、公共下

水道、特定環境保全公共下水道、農業・漁業集落排水、合併処理浄化槽整備を推進しており汚

水処理人口普及率は 75.1％となっている。 

学校教育施設は、小学校 13 校、中学校 5校、給食センター1 箇所である。児童・生徒が 1 日

の大半を過ごす学習の場はさることながら、食教育につながる給食を提供しているこれらの

施設にとって、安全・安心の確保は極めて重要である。校舎における構造体や非構造部材の耐

震化や地球温暖化に対応した教室における空調設備の整備は完了したが、今後は、教室に設

置した空調設備の更新時期を迎えることとなる。また、屋内運動場について、空調設備は未整

備であるとともに、学校教育施設全般の照明については非 LED 化であり対策を講じる必要が

ある。さらに、校舎やプール、給食センター等の施設は、老朽による破損が進んでおり、新し

い施設の建て替えを含めた教育環境の改善を図る必要がある。一方、社会教育施設として、臼

杵市中央公民館・野津中央公民館を有している。また、体育施設として、グラウンド 10 箇所、

体育館 6 箇所、専用施設 4 箇所、夜間照明施設 3 箇所がある。これら施設は、地域における

社会教育・文化活動・社会体育の拠点や情報交換の場として、地域住民に広く活用されてい
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る。利用者が安全に安心して活用できるよう、施設の耐震化や老朽化による長寿命化対策を

計画的に実施する必要がある。 

 

  

 

 

（４）地域の持続的発展の基本方針 

野津地域では過疎地域対策緊急措置法（昭和 45年制定）、過疎地域振興特別措置法（昭和 55

年制定）、過疎地域活性化特別措置法（平成 2 年制定）及び平成 12 年に制定された過疎地域

自立促進特別措置法に基づき総合的かつ計画的な過疎対策事業を実施してきた。平成 17 年 1

月 1 日の合併を経たのち、臼杵地域も平成 22年に過疎地域として公示され、本市全域を一体

的に捉え地域の均衡ある発展に向け取り組んできた。この結果、住民の生活基盤である公共

施設等の整備は着実に進んできている。 

しかしながら、今日でも少子高齢化の進行と人口流出により地域活力の低下が続いており、

交通通信体系や情報化、医療の確保、道路や下水道等の住民生活の安全・安心の基盤となる公

共施設整備の分野において依然として都市部との格差は大きく現在も厳しい状況が続いてい

る。また、農林水産業の衰退、将来の維持が危ぶまれる集落の発生、身近な生活交通の不足等、

様々な問題に直面している。 

一方、日本人のふるさとが健全に維持されることが国民全体の安全・安心な生活へ寄与す

ることや、日本人が古くから営んできたふるさとでの生活様式がスローライフとして見直さ

れてきていること、お年寄りになっても生涯現役で地域にて暮らしたいと望んでいる方がた

くさんいることを踏まえても、地方創生の取り組みにより過疎地域が今後新たな役割を果た

し、地域がそれぞれの特色を活かしながら持続的に発展していくことが求められている。し

たがって、財政状況の厳しい中ではあるが、今後とも子育て・教育環境の整備や豊かな自然環

境や先人から受け継いだ文化等本市の様々な資源の活用・創出による産業観光振興とともに

生活環境の整備、地域内、地域間交流の活性化により地域の魅力を向上させ、住民の安心・安

全な暮らしを確保し交流・定住人口を増加させる実効性のある施策を重点的に展開していく。

本市は高齢化率が既に 40％を超えており、人口も減少局面にある。この傾向は今後も今まで



 - 11 -

どおりの地域活動も段々厳しくなっていくが、地域コミュニティを核とした、市内各地で特

色ある活動が活発に展開されるようまちづくりをめざす。 

本市では、令和 7 年度から令和 16年度を計画期間とする向こう 10 年の最上位計画として総

合計画を策定するとともに、少子高齢化・人口減少社会に対応する取り組みに特化した向こ

う 5 年間の喫緊の課題を総合戦略にまとめている。 

本計画は、大分県過疎地域持続発展方針に沿い総合計画・総合戦略の内容を勘案し策定すべ

きものであることから、「まちの将来像」及び「基本的な施策」を総合計画と同様に次のとお

りとする。 

 

（基本的な施策） 

１.住みよいまち 

・安心して産み育てるための子育て環境の充実 

・生涯を通じた健康な生活習慣の推進 

・医療・福祉サービスの提供と連携 

・高齢者がいきいきと安心して暮らすための支援 

・障がいのある人の社会参加と相談支援体制の強化 

・地域福祉の推進 

・人がつながる地域コミュニティの充実 

・選ばれ住み続けられる「うすき暮らし」の推進 

２.安心・安全なまち 

・魅力あるまちづくり基盤の計画的推進 

・計画的な道路整備及び適正な維持管理 

・安全な水の提供と上下水道システムの維持・強化 

・快適で安心できる住環境の確保 

・公共交通の利便性の向上 

・減災対策と地域防災力の強化 

・消防・救急体制の充実 

３.活気あふれるまち    

・食文化創造都市臼杵の確立 

・持続可能な農林水産業の確立 

・商工業の経営基盤強化 

・観光資源の魅力向上と持続可能な観光の実現 

４.学びのあるまち 

・臼杵大好き”臼杵っこ”をめざした教育の充実 

・社会教育の充実 

・臼杵の歴史・文化を未来に届ける「郷育」の充実 

・人権尊重社会の実現 

（まちの将来像） 

『「次世代へ誇れるまち臼杵～掬
むす

 ぶ、つなぐ、そして創造する～」』 
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５.思いやりのあるまち 

・環境保全・気候変動対策の推進 

・環境衛生と循環型社会の推進 

・防犯・交通安全・消費生活の充実 

６.持続可能な臼杵市へ 

・行財政基盤の強化 

 

（５）地域の持続的発展のための基本目標 

本計画に記載されている各種施策により計画最終年度である令和 12 年度の人口に関する 

目標を設定し過疎地域からの脱却をめざす。 

 

(人口に関する目標) 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

人 口 34,588 人 34,473 人 
現状：住民基本台帳 

目標：人口ビジョン 

   ※社会増減（移住者数）に関する目標は「２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

（16 ページ）に記載。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画に基づき実施する各事業の目標設定と達成状況の評価は、計画（Plan）、実行・運用 

（Do）、点検・評価（Check）、見直し（Action）を繰り返し行う「PDCA サイクル」により過疎

対策の実効性を高める。 

なお、計画の達成状況の評価については、外部有識者で構成する「臼杵市行財政活性化推 

進委員会」での審議や市民アンケートにて毎年検証する。 

 

（７）計画期間 

この計画の期間は、令和 8 年 4月 1 日から令和 13 年 3月 31 日までの 5 年間とする。 

 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

本計画では、「臼杵市公共施設等総合管理計画（以下、「公共施設等総合管理計画」とい

う）」におけるア～ウの基本方針に則り、公共施設等の整備に努め、本計画に記載された全

ての公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画に適合する。 

 

ア．財源の確保 

厳しい財政状況の中で、公共施設等の維持・更新のための財源を確保することは難しい

課題であるが、国等の財政的支援を援用しつつ、住民の安心・安全のために必要な維持・

更新に努める。 

具体的には、管理方法の工夫や省エネルギー設備の設置等による全体としてのコスト縮

減、国が制度設計している除却債や公共施設最適化事業、PPP/PFI 制度の活用、公共施設

等の維持・更新のための基金等の設置等、財源確保のための方策を検討し、計画的に、将
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来の維持・更新投資に備えることが不可欠である。 

イ．計画的な維持・更新 

公共施設等の老朽化への対応として、これまで公共施設等の所管部署がそれぞれ保有し

ていた公共施設等に関連する情報を一元的に集約し、全庁的にどの程度の維持・更新費用

が必要かを把握した上で、優先順位の高いものから計画的に維持・更新を行うこととす

る。 

具体的には、必要性の高いものから順次、施設類型単位、あるいは個別施設単位で維

持・更新計画を策定し、計画に基づいた予算要求、予算執行を行うこととする。また、公

共施設等の必要性については慎重に検討し、施設の長寿命化、複合化、廃止、除却等を検

討・実施することにより施設の最適化に努める。 

ウ．まちづくりの観点での施設配置の検討 

人口動態の変化により、行政ニーズや施設需要が変化することが予想されている。これ

らのニーズを的確に把握するとともに、本市の中長期的な計画を踏まえて、まちづくりの

観点から、必要なサービス水準や施設需要を考慮した施設配置に努める。公的施設等の最

適利用を図るため、国・県・近隣市町と広域的な相互利用等が可能であるかについて検討

する。また、本市は地震発生に伴い津波による被害が想定される地勢であることから、防 

災的観点も取り入れた施設配置を行うこととする。 

 

（９）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

SDGs（エスディージーズ。Sustainable Development Goals）とは、2015 年 9 月の国連サミッ 

トにおいて全会一致で採択された 2030 年を期限とする「持続可能な開発目標」のことであり 17 

の目標から構成されている。 

SDGs の理念については、本計画で示された基本方針と重なるものであり、本計画を推進する 

ことで、SDGs 達成に向けた取り組みを推進することにつながるため、事業内容ごとに SDGs の

目標を関連付け、SDGs 推進に取り組む。 
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※外務省の仮訳をもとに一部加工。 

 

 

 

 

 

 

17 のゴール ゴールの説明 

目標 1(貧困) あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

目標 2(飢餓） 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可

能な農業を促進する 

目標 3(保健) あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を

促進する 

目標 4(教育） すべての人へ包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学

習の機会を促進する 

目標 5(ジェンダー) ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を

行う 

目標 6(水・衛生） すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保

する 

目標 7(エネルギー) すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネル

ギーへのアクセスを確保する 

目標 8(経済成長と雇用) 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生

産的な雇用と働きがいのある 人間らしい雇用(ディーセント・

ワーク)を促進する 

目標 9(インフラ、産業化、

イノベーション) 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産

業化の促進及びイノベー ションの推進を図る 

目標 10(不平等) 各国内及び各国間の不平等を是正する 

目標 11(持続可能な都市) 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人

間居住を実現する 

目標 12(持続可能な生産

と消費) 

持続可能な生産消費形態を確保する 

目標 13(気候変動) 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

目標 14(海洋資源) 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な

形で利用する 

目標 15(陸上資源） 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森

林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及

び生物多様性の損失を阻止する 

目標 16(平和） 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべて

の人々に司法へのアクセスを 提供し、あらゆるレベルにおいて

効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

目標 17(実施手段） 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パー

トナーシップを活性化する 
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

 
 

 

（１）現状と問題点 

本市では、平成 26 年度から本格的に移住・定住施策の取り組みを開始し、総合戦略に

おける重点プロジェクトの 1 つとして、各種支援制度の創設や拡充を図るとともに、移住

定住総合相談窓口の設置等移住定住支援体制の充実を図ってきた。その結果、市外からの

移住者が高い水準で推移し、移住者数は順調に伸びてきており、30 代～40 代世代が家族

で移住する例が多く見受けられている。大分市との間の転出超過については、平成 26 年

度は約 200 名の転出超過であったが、令和 6 年度は 218 名の転出超過となっている。今後

はより定住を促進し、市内から都市部への若者世代の流出を抑制することが必要となって

くる。 

地域間交流では、少子高齢化、過疎化の進行により地域の活力が年々衰え、地域社会の

担い手となる人材不足により、都市や周辺地域との交流が行われず、閉塞的な状況に陥る

地域が増加している。今後はその地域にある恵まれた自然や郷土料理、文化等を再認識し

広く情報発信することにより、住民の連帯感を強め、地域コミュニティの活性化を図る必

要がある。 

    また、平成 28 年 3 月に 7 市 1 町（大分市・別府市・臼杵市・津久見市・竹田市・豊後

大野市・由布市・日出町）（以下、「7市 1 町」とする）で連携協約を締結し形成した「大

分都市広域圏」では、「第 2 期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実

施することでより効果的な施策の実現に向け協議・検討を行っている。令和 8 年 3月から

は佐伯市が加わり、令和 8 年度からは 8市 1 町で「第 3 期大分都市広域圏ビジョン」に基

づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安 

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 

 

（２）その対策 

本市での暮らしや環境の良さを地域・企業・学校とも連携して発信していくとともに、

居住支援等に関する補助として定住促進補助事業、創業支援事業の実施、市内における雇

用、就業の場の創出や情報提供の推進、新たな宅地の整備や中心市街地への移住の促進に

取り組むことで、若者世代の市外への流出を食い止めていく。また、若者夫婦や子育て世

帯等をターゲットとした移住・定住支援補助事業や空き家バンク制度、移住希望者向けモ

ニターツアーの実施、おためしハウス等の取り組みを充実させるとともに、市外への効果

的な情報発信により交流を促進していく。同時に市民に向けても定住を促進する支援事業

の充実、及びその周知に取り組むとともに、本市の暮らしや定住促進の取り組みについて、

発信や啓発を積極的に行い、定住人口の増加につなげていく。 

地域間交流については、都市等との交流を図るため、その仕組みづくりと施設整備を行

い、まちづくり活動の担い手として、地域おこし協力隊を受け入れ、任期終了後の市内で

の起業、就業を支援し、地域振興に寄与する人材を育成しながら、地域の特徴や文化等を

情報発信し、都市や周辺地域との交流することで、住民に希望、安心、活力が湧き、将来
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にわたり持続可能な地域づくりを推進していく。 

また、大分県内の 8市 1町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「移住・定

住対策」「人材育成・交流」に掲げる連携効果に資する取り組みを実施することにより本

計画に記載する移住・定住・地域間交流の促進、人材育成をより効果的に進める。 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

移住者数【累計】 2,212 人 3,030 人 

移住相談、移住者居住支

援事業利用実績で把握し

た移住者数 

 

（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

（４）公共施設等総合管理計画との整合  

   公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針  

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

２ 移住・定住・

地域間交流の

促進、人材育

成 

(1) 移住・定住 

 

(4) 過疎地域持続的

発展特別事業 

移住・定住促進事業 

定住促進宅地整備事業 

移住・定住促進事業 

 

市 

市 

市 

 

 

  地域おこし協力隊事業 市  

  臼杵市大学生等奨学金返還支援事業 市  
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３．産業の振興 

 

 

 

 

 

 

（１）現状と問題点 

 

ア．農 業（農林水産物等販売業を含む） 

本市の農業は、農業従事者の高齢化や担い手の減少が急速に進む中、農村地域を中心に耕

作放棄地が広がりつつあり、これと同時に鹿、猪、猿等による農作物への被害が発生してい

る状況にある。過疎・高齢化の進行に伴い集落機能も低下傾向にあり、農村地域の荒廃を防

ぐため、認定農業者や集落営農組織及び企業による農業参入による遊休農地解消対策として

の農地流動化等、土地利用を推進している。令和 6 年度には地域の農業者や地域住民等と共

に「地域計画」を市内各地域で作成し、地域農業の今後のあり方等についての協議も進めて

いる。 

特に本市が進める有機農業に対し、個人農業従事者の高齢化、新たな就業者の伸び悩みが

あり担い手の育成と販路拡大、所得向上が課題である。 

さらに平成 27 年度に「ファーマーズスクール」を開始することにより、ピーマン栽培等

を新規に始める受講者を県外・市外から募集し、後継者・就農者の人口増と併せ産地の維持

拡大を図っている。 

 平成 22 年度に農林振興課内に「有機農業推進室」を設置し、同年度から土づくりセンタ

ーを稼働しており、草木類 80％・畜ふん 20％の割合で生産された、有機質の自然に近い完

熟堆肥による土づくりにより、「安全・安心な農作物」の生産・提供が出来るよう、事業推進

を図っている。課題として、有機栽培農家の担い手及び新規就農者の確保と併せ、本市が認

証している「ほんまもん農産物」の学校給食の供給率向上と安定した出荷体制の整備、並び

に指導・助言体制等の確立を早急に行う必要がある。 

水田を中心としたほ場整備・農道整備・獣害防護柵の設置等、安全で効率的な農作業が出

来るよう推進を行っているが、獣害防護柵については要望地区の増加により、今後新たな対

策が急務となっている。 

また、近年の異常気象による大雨で、ため池や農業用水路等の破損や土砂堆積が頻繁に発

生し、補修や施設整備を必要とする地域が多くなってきている。 

このような状況の中で、環境に配慮した農業をめざし、安全・安心・新鮮で生産者の顔の

見える食材の提供等、消費者ニーズに合った視点での施策を展開し、農業の活性化に取り組

む必要がある。 
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イ．林 業（農林水産物等販売業を含む） 

本市は、臼杵川と末広川、野津川の清流が流れ、豊かな自然を活かし、100 年先まで見据え

た森づくりを推進し、循環型社会の構築を目指している。その中で、本市の森林は市域の約

70％を占めており、木材、竹材、椎茸栽培等の生産基盤となるよう豊かな森林資源を守り、林

業の発展と山村の振興に寄与している。 

しかしながら、森林所有者及び林業従事者の高齢化や所有者不明森林、担い手の減少によ

り、手入れ不足な森林が増加しており、森林の適正な管理が困難となっているのが現状であ

る。 

このことから本市では令和 3 年から森林環境譲与税を活用した森林整備を行っており、こ

れまでに 80ha の未整備森林（竹林を含む）の整備を実施している。引き続き未整備な森林が

この森林環境譲与税を活用して整備できるよう進めている。 

本市の貴重な財産である森林の恩恵を、市民一人ひとりが十分に認識し、後世に受け継いで

いくために、森林環境教育などに積極的に取り組み、100 年後の望ましい森林の姿を目指し、

森林が持つ公益的機能が発揮できるよう森林の整備を進め、事業推進を図る必要がある。 

 

ウ．水産業（農林水産物等販売業を含む） 

 本市には 2 港の地方港湾と、11 港の漁港が点在しており、それぞれの泊地を中心とした 20

近い漁村集落が形成されている。また、豊後水道に面したリアス式海岸は、多種多様な水産資

源に恵まれた好漁場があり、釣り漁業やはえ縄漁業、刺網漁業をはじめとする漁業が営まれ、



 - 19 - 

特にタチウオなどの一本釣り漁業が盛んに行われている。 

 漁業従事者は年々減少傾向にあり、大分県漁業協同組合臼杵支店の正組合員は、平成 30 年

度の 173 名から令和 5 年度には 146 名に減少している。また、水揚量についても平成 30 年度

の約 504 トンから令和 5 年度の約 430 トンと減少している。加えて、近年の魚価の低迷、燃

油・物価の高騰が漁家経営を圧迫しており、さらなる過疎化・高齢化の進行により、共同体と

しての漁村の集落機能も低下傾向にある。 

 水産業においては、水産資源の保護・管理に継続的に取り組むとともに、うすき産魚介類の

認知度向上を通じて地産地消の推進を図る必要がある。具体的には、大分県漁業協同組合臼杵

支店を中心に、放流等や漁を行わない休漁日の設定等の資源管理、藻場等の保全対策や漁港の

機能強化図るとともに、「うすき海のほんまもん漁業推進協議会」が行う臼杵産魚介類の流通・

販売の支援や市内外に向けた広報宣伝活動、水産資源の回復・環境意識の醸成に向けた各種事

業を通じて、持続可能な水産業の振興をめざす。 
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エ．工 業（製造業を含む） 

本市の主な工業は、基幹産業である造船業や醸造業をはじめとする食品製造業である。 

造船業は円安などの影響で受注が好調であるが、資材などの物価高騰や人手不足、熟練工

と若手の間の中間層の人材が少ない状態にあり、若手への技術の継承が課題となっている。 

また、醸造業においても、原料などの物価高騰の影響を受け収益を圧迫している。 

引き続き、大分地域造船技術センターへの支援による人材育成や、DX化推進、設備投資な

どの支援を行うとともに、「ユネスコ食文化創造都市臼杵」「醸造の街臼杵」として、本市の伝

統産業である醸造業の競争力の維持・強化、人材の確保対策を図っていく必要がある。 

 

オ．商 業 

本市の商業は、経営者の高齢化や後継者不足、消費者のライフスタイルの多様化、商業施設 

の郊外立地等により、商業活動の拠点であった中心市街地では空き店舗の増加等が懸念され

ている。 

 令和 6 年 11 月の八町大路火災により多くの店舗が焼失した。1 日も早い復興に向け官民一

体となった取り組みが必要である。さらに、武家屋敷や町家、寺院等が立ち並ぶ商業と観光の

中心である中心市街地の都市機能を充実させ、まちづくりや観光と一体となった商業の魅力

づくりが必要である。 
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また、後継者対策が急務であり、事業承継支援、創業支援、空き店舗対策事業等、商業の

担い手育成対策の更なる取り組みが必要である。 

 

カ．観 光 業（旅館業を含む） 

本市は豊かな自然、新鮮な食材、歴史遺産、伝統文化を有する魅力的な観光地である。こ

れまで施設整備やイベント開催、誘致宣伝活動を展開してきたが、近年の観光トレンドは大

きく変化している。従来の観光名所巡りから、地域の文化や暮らしを深く体験し、住民との

交流を求める「体験型観光」へのシフト、団体旅行から個人・小グループ旅行への変化が見

られる。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、デジタル技術の活用、サステナブ

ルツーリズムへの対応が求められている。SNS を活用した情報発信やオンライン体験の提供

など、デジタルマーケティングの重要性も高まっている。 

 これらの変化に対応するため、本市では体験型コンテンツの開発や持続可能な観光地の確

立が必要とされており、行政、民間事業者、地域住民が一体となり観光振興に取り組むこと

が不可欠である。 

  今後は、観光客の満足度向上と地域経済の活性化の両立を目指し、データに基づく戦略立

案と効果検証を行いながら、本市の特色を活かした観光施策を展開していくことと同時に、

観光を通じた地域コミュニティの活性化や環境保全にも配慮し、持続可能な観光地づくりを

推進することが重要な課題となっている。 

 

キ．情報通信業（情報サービス業等を含む） 

情報通信業の重要性は以前より増しており、今後さらに中心的な産業 となっていくこと 

が予想される。各産業との連携を図りながら時代の流れに合った情報通信業を発展させてい

く必要がある。 

様々な技術開発により他地域との情報通信格差が解消され市民が必要な情報を用意に入手

できるようになることから、行政サービスの向上、企業誘致、医療、観光やスマート農業など

の幅広い分野での活用が期待される。 

 

ク．大分都市広域圏 

平成 28 年 3 月に 7 市 1 町で連携協約を締結し形成した「大分都市広域圏」では、「第 2 期

大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みにより効果的な施策の実現に向け協議・

検討を行っている。令和 8 年 3 月からは佐伯市が加わり、令和 8 年度からは 8 市 1 町で「第

3 期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安 

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 
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（２）その対策 

ア．農 業（農林水産物等販売業を含む） 

市全域の農業振興策とその実行を確保するため、行政・農業関係機関・消費者団体等と 

の連携強化を図るとともに「臼杵市農業基本条例」における農業基本計画に基づき事業推 

進を行い、農業の持続的発展をめざし、経営所得安定対策等、新たな水田農業施策に対処 

し、農業所得の向上を図る。 

担い手の育成や新規就農者の確保、認定農業者・集落営農組織・農業法人の育成・支援 

等については、関係機関・団体が一体となって取り組み、効率的かつ安定的な農業経営を 

推進する。併せて、各種事業の活用や遊休農地の斡旋等、積極的なフォローアップを行い、 

新規農業参入企業や新規就農者等育成を推進する。 

また、有機農業の推進については、有機農業推進室・土づくりセンターを中心として環 

境保全型農業構築に向け、消費者に配慮した施策の展開を図るとともに、引き続き、安心 

して農作物の栽培が出来るよう、農道・農業用用排水路・ため池等の整備を行うとともに 

捕獲も含めた有害鳥獣の対策を行っていく。 

   併せて、農作物及び加工品の製造・販売促進を推進して地域振興を図る。 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

新規就農者数【累計】 60 人 90 人 

農林業技術取得のため

の研修等卒業生の新規

就農人数 

 

イ．林 業（農林水産物等販売業を含む） 

森林の有する多面的機能の適切な発揮に向けて、間伐や主伐後の再造林等を着実に行い、

森林資源の適切な管理・利用を進めることが必要である。また、森林管理には林業担い手の

育成・確保が必要であるため、中核的担い手である森林組合との協力体制の強化を図るとと

もに、各種施策を効率的に活用しながら、林業後継者及び新規参入者の育成を推進する。 

 竹林整備については、放置されている竹林の改善に努めタケノコ生産及び竹材等の生産や

チップ等の利活用ができるよう推進する。中でも竹材利活用については、竹林整備に繋げら

れるよう事業計画を図り進める。 

  森林環境譲与税を活用した森林整備については、これまで手入れ不足となっていた森林に

対して、整備が可能となるよう現地を調査し、森林所有者に意向調査を行いながら整備がで

きるよう未整備森林の整備に努める。 

  さらに、生産基盤の整備や研修会の開催に努め、椎茸等の特用林産物の振興を図り、安定

した林家所得の向上をめざす。森林は二酸化炭素を吸収し、地球温暖化の防止にも貢献する

ことから、2050 年カーボンニュートラルの実現に貢献するために、間伐の着実な実施に加え

て、「伐って、使って、植える」という資源の循環利用を進め、人工林の再造林を図る。 
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成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

竹林整備面積【累計】 24ha 40ha 
竹林整備面積（タケノコ

生産） 

  

ウ．水産業（農林水産物等販売業を含む） 

種苗放流や水産多面的機能強化対策事業中心とした、水産資源確保対策に取り組み、漁港

の機能強化事業や漁場の整備事業を推進する。さらに、漁業従事者の減少や高齢化が進むな

か、漁業担い手育成事業や事業継続支援事業に取り組む。また、漁業関連施設についても漁

港の維持管理、機能強化及び災害に強い漁港整備に取り組む。  

低迷が続く魚価の向上対策として、官民協働による臼杵産魚介類のＰＲ活動や消費拡大

のため地産地消推進事業や魚食の普及・啓発を推進する。 

 

 

エ．工 業（製造業を含む） 

地域の基幹産業である造船事業の人手不足、担い手支援策として、大分地域造船技術セン

ターへの支援を継続して行う。さらに、醸造業、食品製造業などの地場企業の振興のため各

企業を定期的に訪問・情報交換し、経営の高度化・効率化や人材の育成に向けた取り組みを

支援する。 

  また、野津東部工場用地への企業誘致を促進するとともに、大分県等関係機関との連携強

化を図り、市内の新たな産業用地の確保に向けた取り組みを推進する。 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

新規就業者・漁業後継

者の数【累計】 
7 人 15 人 

臼杵市漁業担い手交付

金申請数 

臼杵ん地魚認定店の

数【累計】 
33 店舗 35 店舗 臼杵ん地魚認定店の数 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

企業立地促進条例助

成件数【累計】 
25 件 32 件 

企業立地促進条例助成

金を交付した件数 

産業・雇用促進事業に

よる年間設備投資件

数【単年】 

8 件 10 件 
ものづくり産業促進事

業に設備投資した件数 
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オ．商 業 

商業事業者が安定した事業経営が行われるよう、経営相談や金融対策、創業支援、事業承

継支援、空き店舗対策など商店街、商工会議所・商工会、関係団体等事業者間の連携を強化

し、商業振興に係る様々な取り組みを支援することで、商業事業者の競争力強化を促進する。 

また、商店街の火災からの復興に向け賑わい創出イベントなど商店街、まちづくり会社等

の民間団体と行政が一体となった取り組みを推進する。 

 

 

カ．観 光 業（旅館業を含む） 

本市の観光業は、令和 3年のユネスコ創造都市ネットワーク（食文化分野）加盟認定を契

機に新たな展開を見せており、発酵醸造文化の味噌・醤油・地酒、質素倹約の郷土料理、公

設民営の土づくりセンターで製造された完熟堆肥を用いて栽培されたほんまもん農産物（市

独自認証有機野菜）など、本市の豊かな食文化を軸とした観光振興策が功を奏し、国内外か

らの注目度が高まっている。 

そのような中、観光交流プラザや石仏事務所を中心とした情報発信拠点の整備により、邦

人・外国人観光客の受け入れ体制は改善されつつある。また、グリーンツーリズムの推進や

歴史的観光資源の掘り起こしにより、体験型観光の選択肢が増加している。 

一方で、宿泊施設の不足や滞在型観光の促進が十分でない状況や観光協会等の関連団体の

自立的運営にはまだ課題があり、継続的な支援が必要となる。さらに、デジタル技術を活用

した観光情報の発信や予約システムの整備が不十分であり、若年層や海外からの観光客のニ

ーズに十分に応えられていない面がある。 

 今後は、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟のメリットを最大限に活かし、食文化を中心

とした観光資源の更なる磨き上げと、デジタル化の推進、宿泊施設の充実、観光関連団体の

自立支援、そして持続可能な観光の実現に向けた取り組みが求められており、これらの課題

に地域一体となって取り組むことで、リピーターの増加と観光客満足度の向上を図り、臼杵

市の魅力を国内外に発信していくことが重要となる。 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

中心市街地の空き店

舗の活用数【累計】 
43 件 73 件 

臼杵地域中心市街地の

空き店舗を活用した数 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

有料観光施設入場者

数【単年】 
76,039 人 131,000 人 

臼杵石仏、稲葉家下屋

敷、吉丸一昌記念館、野

上弥生子文学記念館の

入場者数 
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キ．情報通信業（情報サービス業等を含む） 

   情報通信業は、市民生活や社会を支える重要な分野であり、人々の働き方やライフスタイ

ルが大きく変化する中、その重要性はさらに高まっている。特に過疎地域においては、人口

減少・少子高齢化が非過疎地域より進んでおり、ＩＣＴを導入・利活用することで、雇用や

生活の質、労働生産性の向上が期待されることから、市内の情報通信基盤の整備や、大規模

な用地等が不要である利点を活かしたＩＴ関連企業等の立地促進、地域企業の高度化・多様

化等、情報通信産業振興の取り組みを推進する。 

 

ク．大分都市広域圏 

大分県内の 8 市 1 町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「中堅企業及び中小 

企業の経営強化、創業促進等を核とした戦略産業の育成」「企業誘致の促進」「地域資源を 

活用した地域経済の裾野拡大」「戦略的な観光施策」「雇用対策」「農林水産物の生産振興」 

「有害鳥獣の広域対策」「農林水産物の消費拡大」に掲げる連携効果に資する取り組みを実 

施することにより本計画に記載する産業の振興をより効果的に進める。 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

３ 産業の振興 （1）基盤整備      

     農業 防災重点農業用ため池等整備事業 県・市   

  水田畑地化推進基盤整備事業 県  

    畑地帯総合整備事業 県   

  農業体質強化基盤整備促進事業 市  

  河川工作物応急対策事業 県  

  中山間地域総合整備事業 県  

  農村振興整備事業 県  

  （2）漁港施設 水産生産基盤整備事業 市   

    漁港改修事業 県・市   

    水産物供給基盤機能保全事業 県・市   

    深江地区渡船施設関係事業 市   

  （3）経営近代化施設      

     農業 大分の茶産地強化対策事業 営農集団   

    農村振興総合整備事業  県   

    集落営農体制整備事業 農業生産法人等   

    園芸農業構造改革対策事業 営農集団   

    企業等農業参入推進事業 農業生産法人   

    農産加工施設整備事業 農業生産法人等   

    基幹水利施設保全対策事業 
県・市・土地

改良区 
  

    地域農業水利施設保全対策事業 
市・土地改良

区 
  

  農業水利施設保全合理化事業 県  

  
土づくりセンター施設整備・改修事

業 
市  

      団体営土地改良事業 市   

 林業 市有林整備事業 市  

  水産業 沿岸漁業振興特別対策事業 市   

  水産環境整備事業 県  

    水産施設整備事業 県漁協   

  （4）地場産業の振興       

     加工施設 水産加工施設・流通施設整備事業 県漁協   

  （5）企業誘致 工業適地周辺環境整備事業 市   

  野津東部工業用地造成事業 市  

  （6）起業の促進 起業者促進事業 市   

 （7）商業    

     その他 中心市街地活性化事業 市   
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区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

３ 産業の振興 
（9）観光又はレクリエ

ーション 
観光施設環境整備事業 市   

    津久見島再開発事業 市   

    街なみ環境整備事業 市   

  清掃センター周辺環境整備事業 市  

  黒島環境整備事業 市  

  臼杵市民球場施設改修事業 市  

  
（10）過疎地域持続的発

展特別事業 
ほんまもん農業推進事業 市   

         有機農業土づくり推進事業 市   

       臼杵市環境保全型農業推進事業 農林公社   

       企業立地促進助成事業 市   

   臼津地域シルバー人材センター補助

事業 
市   

   高齢者買物支援宅配事業 商工会   

   特産品開発事業 市等   

    漁業新規就業者支援事業 市   

    三浦按針地域活性化事業 市   

    水産物供給基盤機能保全事業 県・市   

    中山間地域直接支払交付事業 14 地区   

    多面的機能支払交付金 47 地区   

    環境保全型農林振興公社支援事業 農林公社   

    魚介類放流事業 
県漁業公社 

漁協・市 
  

    
大分地域造船技術センター運営協議

会補助事業 
市   

    中小企業振興資金保証料補給事業 市   

    企業進出支援事業 市   

    商店街活性化事業 市   

    商工会議所・商工会補助事業 市   

    中心市街地活性化事業 市   

    産業振興事業 市   

    観光振興事業 市   

  創業支援事業 市  

  沿岸漁業振興特別対策事業 市  

  水田農業担い手等支援事業 市  

  ユネスコ食文化創造都市事業 市  

  サテライトオフィス誘致促進事業 市  
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（４）産業振興促進事項    

ア．産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進地域 業 種 計画期間 備考 

臼杵市全域 ①製造業 令和 8年 4月 1日～令和13年 3月 31日  

 ②情報サービス業等   

 ③農林水産物等販売業   

 ④旅館業   

 

イ．当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

    上記「（２）その対策」及び「（３）事業計画（令和 8 年度～令和 12 年度）」のとおり。 

 

  ウ．他の市町村との連携 

    上記「（２）その対策 ク．大分都市広域圏」のとおり。 

 

（５）公共施設等総合管理計画との整合 

    公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方

針及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度におい

て行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用

等検討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

  城下町泊事業 市  

  臼杵市観光協会支援事業 市  

 （11）その他 津波危機管理対策事業 県  

  港湾事業 県・市  

  ユネスコ食文化創造都市事業 市  

  サテライトオフィス誘致促進事業 市  

  城下町泊事業 市  
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４．地域における情報化 

 

 

（１）現状と問題点 

 

本市は、平成18年4月に市内全域でケーブルネットワークサービスを開始するとともに、

地域イントラネットサービスを展開し、パソコン教室等を通じて情報格差の是正に取り組ん

できた。HFC 方式で整備した初期設備は、経年劣化及び高度化する情報通信需要への対応が

課題となったため、東日本大震災の教訓も踏まえ、災害時の活用性向上を目的として、平成

25 年度より施設の強靱化・高機能化（光化）を推進し、令和 3年度末までに市内全域の光化

を完了した。今後は新興住宅地の開発等におけるエリア拡大時でも、同等のサービスを提供

できるよう整備を進めていく。光化の完了により、双方向通信、4K/8K 配信、在宅勤務・遠

隔教育・遠隔医療、クラウド活用、IoT センサー常時接続等の多様なサービス展開が可能と

なった。今後は、自治体クラウドや LGWAN、ゼロトラストの考え方と連携した安全・高品質

なネットワーク運用により、住民サービスと行政運営のデジタル化を一層加速する必要があ

る。 

   本市は、誰一人取り残さないデジタル化を基本原則とし、デジタル機器の扱いに不安があ

る住民に対する支援を継続・強化する。具体的には、地域振興協議会などにデジタル相談窓

口や出張講座を拡充し、スマートフォン、マイナンバーカード、オンライン手続に関する実

践型講座を展開する。やさしい日本語やアクセシビリティに配慮した教材を整備するととも

に、高齢者、障がいのある方、子育て世帯、外国人住民等に対する伴走支援、貸出端末や通

信支援の導入可能性を検討し、防災、健康、福祉、子育て等の分野と連動した実利用場面を

提示し、利用実感と継続学習の機会の提供を検討する。さらに行政内部のデジタル化と働き

方改革を一体的に推進し、オンライン・モバイル前提の行政手続を拡充し、来庁不要化、24

時間受付、決済連携を進める。文書・契約の電子化、RPA・AI-OCR・チャットボット等の活用

により事務を効率化し、テレワーク及びサテライトワークの制度・技術基盤を整える。ゼロ

トラスト型セキュリティを導入し、住民向けダッシュボードやオープンデータの拡充を通じ

て民間利活用を促進する。ペーパーレス化や設備の省エネ運用など、カーボンニュートラル

に資するデジタル施策も併せて検討していく必要がある。マイナンバーカードの普及・利活

用を行政 DX の中核に位置付け、健康保険証機能、コンビニ交付、オンライン申請の本人確

認、マイナポータル連携を拡充し、子育て・介護・税・福祉手続のワンストップ化、添付省

略・入力省力化を進める。申請サポートや出張受付等により取得を支援し、カード利用によ

る具体的な利点を周知し情報セキュリティとプライバシー保護に配慮した運用ガバナンス

を徹底する。防災・減災及びレジリエンスの強化を図るために、光ネットワークの冗長化、

非常用電源の整備、衛星通信・ローカル 5G・LPWA 等の多重化により通信の強靱性を高める

必要がある。多言語・音声読み上げ・プッシュ型配信に対応した防災情報の提供体制を整備

し、エリアメール、アプリ、ケーブルテレビ同報との連携を強化する。広域連携については、

平成 28 年 3 月に 7 市 1 町で締結した連携協約に基づく「大分都市広域圏」の枠組みの下、

佐伯市を加えた 8 市 1 町で、「第 3 期大分都市広域圏ビジョン」を踏まえ、広域的な取り組

みにより効果的な施策の実現に向けて協議・検討を行っている。人口減少・高齢化が進む中

で、地域の持続可能性と経済活力の確保に向け、デジタルの活用を強化する。生成 AI・デー

タ利活用とセキュリティを両立するため、生成 AI のガイドラインを適宜見直し、文書作成
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支援、問い合わせ対応、要約、翻訳等の分野で試行・活用する。台帳系・基幹系データの整

備、メタデータ化・カタログ化、データ品質管理を進め、オープンかつ安全なデータの構築

を検討する。多要素認証、脆弱性管理、監査ログ、訓練等を含むサイバーセキュリティ対策

を徹底し、個人情報保護及びプライバシー影響評価を実施する。 

（２）その対策 

   デジタル技術の急速な発展により、情報通信技術の果たす役割は、これまで以上に重要な

ものとなっている。災害時における耐性はもとより、光化事業に伴い都市部との情報格差是

正が求められている。これらの実現のために、体制強化が必須であり市長直轄の DX 推進本

部を設置し、年度毎の重点項目の選定及び迅速な意思決定が必要である。 

また、予算の確保においては、不要な回線やソフト、物理的な設備の見直しを行い経費の

削減、国や県の補助金など積極的に活用する必要があり、アジャイル方式による整備を進め

る。 

DX 推進において人材育成は、喫緊の課題であり、職責に合わせた研修機会の提供や外部人

材の登用など継続的な実施が必要である。 

マイナンバーカード等を活用した電子行政の推進に合わせて、デジタルデバイド対策は必

須であり誰一人取り残さないデジタル化の実現に向けて進める。 

少子高齢化の進展、加速化する人口減少、生成 AI 等の発展に伴うデジタル技術の急激な

進歩など、本市を取り巻く社会情勢は目まぐるしく変動している。そのような中で本市を持

続可能なものとするためにはデジタルトランスフォーメーションの推進を避けることはで

きないものとなっている。本市の策定する第 2 期臼杵市 DX 推進計画に則り継続的に進めて

いく。 

また、大分県内の 8 市 1 町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「行政 DX の

推進」に掲げる連携効果に資する取り組みを実施することにより本計画に記載する地域の情

報化をより効果的に進める。 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

ケーブルテレビ光化

率【単年】 
100 100 

臼杵市内のケーブルテ

レビ網の光化率 

オンライン申請業務

数【累計】 
58 100 

臼杵市行政手続のオン

ライン申請以降業務数 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

 

 

５．交通施設の整備、交通手段の確保 

 

（１）現状と問題点 

 

ア．道 路 

本市の市道の改良率は全体で 35.7%であり、その内、1 級市道は 70.1%と改修が進んでいる一

方で 2 級・その他市道は依然として改良率が低い状況にあり、早急な整備が求められている。

このような状況の中、日常生活の利便性や安全性を向上させるため、地域内の国道、県道等の

基幹道路網を中心とした道路交通体系の整備を推し進めるとともに、広域農道の新設や漁港

関連道の整備及び主要な市道の改修等も継続的に実施している。 

 

 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

４ 地域における

情報化 

(1) 電気通信施設等

情報化のための施設 
   

  
  有線テレビジョ

ン放送施設 
ケーブルテレビ再構築事業 市  

  
  防災行政用無線

施設 
防災行政無線再構築事業 市  

   その他 行政デジタル推進事業 市  

 
(2) 過疎地域持続発

展特別事業 

行政デジタル推進事業 

 

市 

 
 

  マイナンバー利活用事業 市  
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イ．交通体系の整備 

本市の公共交通は JR 日豊本線のほか、臼杵～八幡浜航路、大分空港を連絡する佐臼ライナ

ー、大分バスや臼津交通が運行する民間路線バス 8 路線、本市が運行主体であるコミュニティ

バス 9 路線（デマンド交通含む）、その他タクシーが運行されており、いずれも通学や通院、買

い物など住民の日常生活において重要な役割を果たしている。 

バス交通については、自家用車の普及や少子化による児童・生徒の減少等により利用者が低

迷し、市内を走る路線バスの全てが赤字路線となっている。バス事業者の経営悪化による不採

算路線からの撤退という事態が運行頻度の減少を招き、その結果、サービス低下による公共交

通の利便性を失った地域の増加、公共交通利用者の減少につながり、マイカー等に頼らざるを

得ないという悪循環に陥っている。 

 しかし、自ら交通手段を確保できない方にとって公共交通は不可欠であり、地域の暮らしと

産業を支える移動手段の確保はますます重要となっているため、生活路線維持のための路線バ

スの運行費補助やコミュニティバスの運行を行っている。 

 また、著しい高齢化が進む中、福祉施策としての外出機会の確保や、高齢者の免許証の自主

返納促進ができる環境等を整備すると共に、公共交通に対する地域住民のニーズを的確にとら

え、地域の実情に合ったバス路線の見直しを行うことにより、交通空白地域の解消や乗り継ぎ

利便性を向上させる。 

 今後はスクールバスと連携する等、通学や通院、買い物時の市民の移動手段として、地域の

輸送資源を総動員する運行計画を策定し、地域のニーズにきめ細やかに対応した地域公共交通

を確保していく必要がある。 

 鉄道交通については、市内 5 駅のうち特急停車駅である臼杵駅を拠点駅と位置づけ、駅施設

の改善や路線バス等との乗り継ぎによる利便性向上や観光 PR 等により利用促進を図る必要が

ある。 

海上交通については、臼杵～八幡浜間に民間フェリー（2 社）が就航しており、臼杵港は四

国及び関西圏と東九州を結ぶ流通拠点として発展してきた。 

近年、背後圏の高速交通体系化、船舶の大型化や入港隻数の増大による港内における船舶の

錯綜等により、さらなるフェリー機能の充実・強化や、船舶の安全な航行や停泊の確保が求め

られている。また、大規模災害の発生時における緊急避難及び緊急物資輸送等への対策や、快

適で良好な港湾環境の形成もあわせ、総合的に港湾機能を向上させる整備を進める必要がある。 

 

ウ．大分都市広域圏 

平成 28年 3 月に連携協約を 7 市 1 町で締結し形成した「大分都市広域圏」では、「第 2 期大

分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的に取り組むことにより効果的な施策の実現に向け協議・

検討を行っている。令和 8 年 3 月からは佐伯市が加わり、令和 8 年度からは 8 市 1 町で「第 3

期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安 

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 

 

（２）その対策 

ア．道 路 

道路は、活力ある地域づくりにとって欠くことのできない重要な社会基盤であり、市民の関

心も高いことから、国道・県道・幹線市道・広域農道を基幹とする交通網の整備を行い、中心
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市街地へのアクセスや近隣市への利便性の向上を図る。 

 また、それに通じる生活に密着した道路についても、重要度・緊急度・利用度等に応じ、計

画的に整備を進めていき、地域が持続的に発展できる基盤の確立を図る。 

 さらには、歩道の確保や景観に配慮した道路整備を推進し、安心で快適なくらしを支援する

道づくりをめざす。 

 

 

イ．交通体系の整備 

市民、地域、行政、交通事業者が連携して公共交通の確保に取り組み、全体で移動を支える

仕組みを構築するとともに、高齢者が安心して外出できる公共交通の確保をめざす。 

①市内交通体系の再編成 

現路線の利用状況や費用対効果を踏まえ、地域住民のニーズ等の把握に努め、公共交通

の空白地域解消のためのコミュニティバス運行の継続とともに、路線バス、タクシー、ス

クールバス、JR、フェリー等との一体的な運行形態を調査研究し、効果的かつ効率的な交

通体系の見直しを行う。 

また、「地域の交通は地域で守る」という機運を高めるため、市役所が一方的に路線の変

更を行うのではなく、関係地区に現状説明及び相談をしながら、地域を運行するバス、タ

クシーについて主観的に捉えていただくとともに、交通不便者への声かけ、地区会合等で

の積極的な利用をお願いしながら、地域主導の路線変更を行う。 

②輸送資源の総動員による移動手段の確保 

従来のバスやタクシーといった既存の公共交通サービスを最大限活用した上で、スクー

ルバスや福祉輸送等地域の多様な輸送資源を総動員して、地域の移動ニーズにきめ細かく

対応できる移動手段の確保に努める。 

③公共交通の利用促進 

モビリティ・マネジメント※1 による公共交通利用意識の醸成をはじめ、バス路線やダ

イヤ等の変更情報、地域で公共交通を維持する必要性について、市報、ケーブルテレビ等

を活用して提供し、公共交通利用促進に向けた啓発を行う。地域住民や来訪者の利用促進

のため、鉄道、フェリー、バスの乗り継ぎ利便性を高める取り組みとして、臼杵駅、フェ

リー乗り場等交通結節点として拠点機能の充実を図る。鉄道路線については、通勤、通学

等の利便性向上のため、関係機関との協議も含めた取り組みを行う。 

※1 モビリティ・マネジメント…多様な交通施策を活用し、社会にも個人にも望ましい方 

向へ自発的に変化することを促す取り組み。具体的には 

過度に自動車に頼る状態から公共交通機関や自転車を  

「かしこく」使う方向へと自発的に転換していくこと。 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

臼杵市よりよいまち

づくりアンケートに

おける市民の満足度

【単年】 

69.9% 76.0% 

適正な道路整備及び維

持管理の推進 

満足度＝満足+普通÷

（回答者数-分からない

-無回答） 
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④臼杵港の整備 

臼杵港においては、海上交通の拠点としてフェリー機能の充実・強化を図るため、現在

進めている第 2バースの整備を推進し利用者の向上をめざす。 

さらには、大規模災害時における緊急避難及び緊急物資輸送等の対策を進めるとともに、

快適で潤いのある良好な港湾環境の形成をめざす。 

 

 

ウ．大分都市広域圏 

大分県内の 8 市 1 町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「広域交通ネットワー

クの活用・整備促進」「地域公共交通ネットワークの維持・形成」に掲げる連携効果に資する

取り組みを実施することにより本計画に記載する交通施設の整備、交通手段の確保をより効果

的に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

コミュニティバスの

年間乗車人数【単年】 
13,673 人 14,000 人 

臼杵市コミュニティバ

ス運行実績 

フェリー乗降車の年

間台数【単年】 
202 千台 210 千台 

「2024 港湾統計」のフ

ェリー乗降者年間台数 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

５ 交通施設の整 （1）市町村道       

備、交通手段

の確保 
   道路  

市道勘場正願線道路改良工事 

L＝1,600ｍ  W＝7ｍ 
市    

   

市道稲田田井線交通安全施設整備工

事 

L＝880ｍ（路線）L＝800ｍ（歩道） 

市 
 

  

    
市道落合久木小野線道路改良工事 

L＝1,600ｍ W＝9.25ｍ 
市    

    
市道市浜海辺線道路改良工事 

L＝340ｍ W＝5ｍ 
市    

    
市道諏訪線道路改良工事 

L＝380ｍ W＝6ｍ 
市 
 

  

    
市道下ノ江中村線道路改良工事 

L＝1,000ｍ W＝5ｍ 
市 
 

  

    
市道日当原線道路改良工事 

L＝1,300ｍ W＝10ｍ 
市    

    
市道東谷線道路改良工事 

L＝1,200ｍ W＝9ｍ 
市    

    
市道老松線道路改良工事 

L＝1,000ｍ W＝7ｍ 
市    

    
市道赤峰線道路改良工事 

L＝1,540ｍ W＝7ｍ 
市    

    
市道西神野線道路改良工事 

L＝2,440ｍ W＝5ｍ 
市 
 

  

    
市道荒瀬原線道路改良工事 

L＝630ｍ W＝7ｍ 
市 
 

  

    
市道宮田線道路改良工事 

L＝540ｍ W＝7ｍ 
市    

    
市道才原線道路改良工事 

L＝1,130ｍ W＝7ｍ 

市 

 
  

    
市道新地江無田線歩道整備工事 

L＝790ｍ W＝10ｍ 

市 

 
  

    
市道海添 23 号線外側溝改修工事 

L＝400ｍ 

市 

 
  

    
市道荒田家野線道路災害防除工事 

L＝160ｍ A＝1,300 ㎡ 

市 

 
  

    
市道福良 4 号線道路改良事業 

L=819.2m W=4.5m 
市 
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区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

５ 交通施設の整

備、交通手段の

確保 

 

 

 

  

市道蕨野 2 号線道路改良工事 

L=204m W=6.5m 

市道野田 14 号線・16 号線道路改良

事業 

L=100m W=7m 

L=238.2m W=6m 

市 

 

 

市 

  

    
市道市浜本線側溝改修工事 

L=300m W=5m 
市   

    
市道市浜本線道路改良事業 

L=450m W=5m 
市  

    
市道祇園洲柳原線街路改良事業 

L＝576ｍ W＝6（18）m 
県   

    
市道通本線道路改良工事 

L=700m W=5m 
市   

    トンネル法面改修事業 市   

    トンネル改修事業 市  

    
市道海添 54 号線道路改良事業 

L=679.2m W=4.8m 
市   

    
市道上末広線道路改良事業 

L=390m W=4m 
市   

    
市道福良 27 号線道路改良事業 

L=112m W=5m 
市   

    

市道市浜 55 号線・56 号線道路改良

事業 

L=220m W=7.5m 

市   

  市道洲崎臨港線道路改良事業 

L=220m W=7.5m 
市  

    

市道佐志生漁港臨港道路整備事業 

L=100m A=750 ㎡ 

市道福良 4 号線道路改良事業 

L=352.3m W=5m 

工場適地周辺環境整備事業 

L=1,800m W=5m 

市 

 

市 

 

市 
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区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

５ 交通施設の整

備、交通手段

の確保 

 

 

 

 

 

市道総合公園線道路改良事業 

L=100m W=9.25ｍ 

市道下ノ江海岸線法面改良事業 

L=71ｍ A=162 ㎡ 

市 

 

市 

 

  
野津東部工場用地整備事業 

L=560ｍ W=9ｍ 
市  

  
市道家野久木小野線道路改良事業 

L=1,000ｍ W=7.5m 
市  

 
 

市道大浜佐志生線道路改良事業 

法面 L=70m  W=6.5m 
市   

  
市道小屋川線道路改良事業 

L=340m W=5m 
市  

  
市道桐木線道路改良事業 

L=90ｍ W=5ｍ 
市  

  
市道高山本線改良事業（災害防除） 

A=2,000 ㎡ 
市  

  
市道臼杵坂ノ市線道路改良事業

L=550m W=6.5m 
市  

  
市道田中線道路災害防除事業 

L=30m W=4m 
市  

  
市道前奥線道路災害防除事業

L=300m W=6.5m 
市  

  
市道港町 22 号線外側溝改良事業

L=300m W=5.6m 
市  

  
市道清水泊ケ内線舗装補修事業

L=160m W=10m 
市  

  
市道小切畑線側溝改良事業 

L=600m W=4m 
市  

  
市道狭岡本線側溝改良事業 

L=500m W=4.5m 
市  

  
市道山路線側溝改良事業 

L=400m W=4m 
市  

  
市道乙見高山線側溝改良事業

L=250m W=4.5m 
市  

  
市道乙見高山線道路改良事業

L=250m W=4.5m 
市  

  
市道海辺 15 号線側溝改良事業

L=300m W=5m 
市  
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区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

５ 交通施設の整

備、交通手段の

確保 
 

市道稲田田井線道路改良事業

L=800m W=10m 

市道老松 2 号線舗装補修事業

L=800m W=4m 

市 

 

市 

 

 

 
 

市道海辺 23 号線側溝補修事業 

L=120m W=6m 
市  

 
 

市道畳屋町港町線舗装補修事業

L=500ｍ W=6.5m 
市  

 
 

市道海添 35 号線外側溝改良事業 

L=500m W=5m 
市  

 
 

市道海添 35 号線外道路改良事業 

L=500m W=5m 
市  

 
 

市道海添 10 号線外側溝改良事業 

L=1,510m W=5m 
市  

 
 

市道海添 10 号線外道路改良事業 

L=1,300m W=5m 
市  

 
 

市道末広田ノ口線補修事業 

L=1,700m W=7m 
市  

 
 

市道祇園洲柳原線舗装補修事業 

L=850m W=9.25m 
市  

 
 

市道江無田黒丸線舗装補修事業 

L=470m W=13m 
市  

 
 

市道江無田 15 号線外側溝改良事業 

L=200m W=6m 
市  

 
 

市道祇園洲辻線外舗装補修事業 

L=190m W=8m 
市  

 
 

市道福良江無田線舗装補修工事 

L=450m W=6.5m 
市  

 
 

市道生野 3 号線側溝改良事業 

L=300ｍ W=5m 
市  

 
 

市道二王座 2 号線舗装補修事業 

L=120m W=2.5m 
市  

 
 

市道二王座 8 号線舗装補修事業 

L=370ｍ W=3m 
市  

 
 

市道二王座 1 号線道路改良事業 

L=460m W=5.5m 
市  

 
 

市道福良 6 号線道路改良事業 

L=380m W=4m 
市  
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区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

 ５ 交通施設の

整備、交通手段

の確保 

 

 

市道天神線道路改良事業 

L=120m W=5m 

市道川野線側溝改良事業 

L=300m W=4m 

市道川登臼杵線道路改良事業 

L=210m W=5m 

市道川風線道路改良事業 

L=850m W=4.5～5.3m 

市道東光寺風瀬線道路改良事業 

L=300m W=4.0m 

市道市浜 50 号線道路改良事業 

L=150m W=5.05m 

市道市浜 31 号線道路改良事業 
L=100m W=4.4m 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

    

市 

  

  

  
市道田中柏線道路改良事業 
L=100m W=5.0m 

市  

  
市道池原線道路改良事業 
L=100m W=4.5m 

市  

  
市道海辺 28 号線道路改良事業 

L=120m W=5.0m 
市  

  
市道江無田 45 号線道路改良事業 

L=120m W=4.0m 
市  

  
市道吉小野線側溝改修事業 

L=200m W=5.0m 
市  

  

市道大浜佐志生線（もみの木トンネ

ル）通信設備改修事業 

L=1,000m W=7.8m 

市  

  地域再生基盤強化交付金事業 市  

 橋りょう 橋梁延命化対策事業 市  

 
（2）農道 

 

産地基幹農道整備事業 

農道整備・改修事業 

県 

市 
 

 （3）林道 林道整備・改修事業 市  

 （6）自動車等    

 自動車 コミュニティバス購入事業    市  
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区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

 ５ 交通施設の  

整備、交通手段 

の確保 

（9）過疎地域持続的発展

特別事業 
生活交通路線支援事業 

地域公共交通 

活性化協議会 

市 

  

     道路ストック調査事業 市    

  （10）その他  統合補助事業（延命化） 県   

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において 

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

 

６．生活環境の整備 

 

 

 

 

 

（１）現状と問題点 

 

ア．上水道 

本市の水道事業は、昭和 10 年に公営事業として創設認可を受けて以来、増大する水需要

に対応するため、7次に及ぶ拡張事業を行ってきた。平成 17年には、旧臼杵市と旧野津町

との新設合併により新臼杵市として上水道を統合し、常に市民への安全、安心な水の安定

供給の確保に努めてきた。 

 また、事業規模が小さく経営基盤が脆弱である簡易水道についても、地域住民サービス

の維持・向上を図るため上水道事業との統合を進めてきた。 

 このような中、近年全国的にも顕著な問題となっている水道管や施設の老朽化や耐震化、

また少子高齢化、人口減少の進行による社会基盤の縮小化に伴う長期的な水需要の減少に

よる給水収益の減少等、今後事業経営の厳しさは一層増していくことが想定される。 

  今後も引き続き水の安定供給確保を図るため、持続可能な水道事業の実現に向け、経営

の指針となる「経営戦略」に基づく事業運営による計画的な施設整備を行っていく必要が

ある。 

 

イ．下水処理施設 

本市の生活排水処理事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落

排水事業、漁業集落排水事業及び合併処理浄化槽設置事業により施設整備を進めている。 

  各下水道事業については、既に面的整備は概成しているが施設の老朽化対策が急務とな
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っており、公共下水道事業については、終末処理場が供用開始から 42 年が経過し施設や設

備機器等が老朽化していることから、令和 2 年度からストックマネジメント計画に基づく

更新事業を実施している。また、台風等の集中豪雨時における浸水被害の軽減を図る必要

があり、特に、浸水実績の多い市浜地区において集中的に雨水浸水対策に取り組んでいる。 

合併処理浄化槽設置事業については、年間の設置基数は伸び悩んでいるものの、下水道

への接続促進と単独浄化槽等から合併処理浄化槽への転換を強化することで快適で衛生的

な生活環境の改善に努める必要がある。 

 

ウ．廃棄物 

本市における一般廃棄物処理等に関する主な課題及びそれに対する対策を以下のとお

り整理する。 

（１）ごみ減量化及び資源化の推進 

 本市では人口減少に伴い、ごみの回収量が減少傾向にある。また、民間業者による

段ボールや古紙等の無料回収ボックスの設置により、市の資源物回収量が減少してい

る。このような状況を踏まえ、市の資源物の回収量を増加させる取り組みが必要であ

る。 

（２）一般廃棄物処理体制の統一 

 本市では臼杵地域と野津地域で一般廃棄物の処理体制が異なっているが、令和 9 年

の新環境センター稼働に伴い、ごみの処理体制は両地域で統一される。し尿について

は依然として処理体制が異なったままであることから、今後もし尿処理体制の統一化

に向けた検討が求められる。 

（３）施設の適正管理 

 本市では臼杵市清掃センター（粗大、不燃ごみ処理施設、最終処分場、浸出水処理

施設）、し尿前処理施設といった一般廃棄物処理施設を保有している。令和 9 年の新

環境センター稼働後も臼杵市清掃センターの使用を継続するため、これらの施設の維

持には今後多大な経費が見込まれることから、計画的な維持補修や施設の更新等、適

正管理に努めなければならない。併せて、旧し尿浄化センターの跡地利用についても

検討が必要である。 

跡地利用後のパークゴルフ場についても、1 年が経過し利用者数は順調に推移して

いるが、更なる多く利用者の増加に向けた取り組みが必要である。 

 

   エ．防 災  

防災については、今後 30 年以内に 60％～90％の確率で発生するとされる南海トラフ巨

大地震をはじめとした地震による津波被害や集中豪雨、台風等の風水害による大規模災

害の影響を受ける可能性がある。そのため自主防災組織の活性化や防災士等の人材の育

成、公共施設の防災機能の強化等による防災体制の充実や防災意識の啓発、防災訓練の実

施等の防災活動の推進、土砂災害対策等による災害防止等に努め、市民の生命、身体、財

産を災害から守る体制を整える必要がある。 

 

オ．消 防 

近年、火災、救急、救助に対する住民ニーズは風水害や地震等の自然災害、新型コロナ

ウイルス感染症等により、これまで以上に高くなっている。複雑多様化する災害に対応し
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ていくため、車両や資機材の整備に加え、的確かつ迅速な活動が求められている。 

また、高齢化等により救急出動件数は依然高水準で推移しており、高度救命資機材、

高規格救急車の整備や継続した救急救命士の育成が必要である。 

県内一本化で共同運用となった消防指令業務により、住民が安心して暮らせるよう設

備整備・運営に関して関係機関との連携強化が必要である。 

少子高齢化の進行等により消防団員が減少するとともに平均年齢が上昇する等、地域の

消防力低下が危惧されている。消防団員の確保や施設整備の充実を図り、地域消防力の向

上を図る必要がある。 

 

カ．住 宅 

本市における公営住宅戸数は、市営住宅 562 戸、県営住宅 187 戸、計 749 戸となってい

る。 

 築年数の一定経過により、耐用年数の 2 分の 1 を超える住宅は全体の 6 割以上を占めて

おり、長寿命化対策が重要な課題となっている。また、利用者の高齢化が急速に進んでお

り、単身者や高齢者に対応した仕様、設備を備えた住宅の整備が必要となっている。さら

には若者世帯向けや中堅所得者層を対象とした住宅の整備等による多様な世代の居住によ

るコミュニティバランスの崩壊防止や団地活力の低下防止への取り組みが必要となってい

る。 

   過疎化、高齢化の進行に伴い、近年空き家の増加が著しく、令和 5年の住宅土地統計調

査の結果から、本市には 3,910 戸の空き家が把握されており、その中でも適切に管理され

ていない老朽化した空き家の増加は、倒壊の危険や、衛生、防犯、景観等、さまざまな観

点から地域社会に与える影響が深刻化している。また、大規模地震の発生と被害予測を踏

まえ民間の既存の木造住宅の耐震化等を進めていくことも急務となっている。 

 

キ．公 園 

本市の都市公園は、街区公園 3 箇所、総合公園 3箇所、緑地 1箇所が都市計画決定され、

令和 6 年度末での整備率は全体で 79.3％となっており、大分県全体の 61.2％を大きく上

回っているものの、都市計画区域面積に対する計画面積や供用面積は他地域より小さく、

都市計画区域内人口 1 人当たり供用面積では県全体の 13.3 ㎡と比較して 10.1 ㎡にとどま

っている。 

都市公園以外の公園では、野津地域の「吉四六ランド」が総合公園相当の規模であるが、

その外にも開発行為等により整備された小規模な公園が市街地の周辺に多く点在しており、

市内中心部において市民が子育て等で身近に利用できる公園の整備が求められている。 

 

ク．広域連携 

   ①大分都市広域圏 

    平成 28年 3 月に連携協約を締結し 7市 1 町で形成した「大分都市広域圏」では、「第 2

期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的に取り組むことでより効果的な施策の実現に

向け協議・検討を行っている。令和 8 年 3 月からは佐伯市が加わり、令和 8 年度からは 8

市 1 町で「第 3期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安 

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 
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 ②臼津広域圏 

    本市及び津久見市とで様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応するため「臼津広域 

連合」を発足させ「臼津葬斎場」の共同運営を行っている。本施設については、昭和 63 年 

に共同運営が開始され、37 年（令和 7年現在）が経過しており、平成 25 年度には老朽化 

した火葬炉設備、令和元年度には待合室等の大規模な改修が完了した。 

    今後も利用者が安心して利用できる施設として維持していくためにも計画的に補修、改 

築等に努め、さらに周辺の環境美化等にも留意し人生の終焉を迎える場として相応しい

威厳と尊厳を持った場になるよう努めていく。 

 

（２）その対策 

ア．上水道 

未普及地域への拡張事業が終わり、今後はアセットマネジメントによる水道施設の更新

計画のもと水道施設と老朽管の更新及び耐震化を行っていく必要がある。 

 また、大分県水道ビジョンに基づく広域連携について、県の広域化推進プラン策定の中

で全域や圏域別の市町村連携による共同処理・共同購入等の具体策の検討を行う。 

簡易水道との統合については、サービス水準の維持向上等を図る観点から、地域や地区

で管理している簡易水道の統合や統合以外の支援の手法等について検討を行う。 

 

 

イ．下水処理施設 

各下水道事業の処理施設については、今後老朽化に伴う施設更新事業を行う必要があ

る。農業集落排水施設（王子地区）については、統合に向けて、令和 8 年度から特環公共

下水道への接続工事を実施する。また、漁業集落排水施設については、平成 30 年度に策定

した機能保全計画を見直し、令和 9 年度から計画に基づいた対策を実施していく。 

併せて、市町村設置の浄化槽（野津地域）について、経年劣化への対応として、法定点

検などの結果を通じて、状況の把握に努めるとともに、個人設置の合併処理浄化槽設置事

業については、更なる普及促進を図るため、令和 3 年度からの宅内配管及び単独処理浄化

槽の撤去費を補助対象経費とするなど、制度拡充を継続し、汚水処理人口普及率の向上を

図る。 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

水道管の耐震化率【累

計】 
10.1% 11.6% 

既設水道管のうち耐震

性が保たれている管路

の割合 

配水池の耐震化率【累

計】 
40.1% 64.5% 

既設配水池のうち耐震

性が保たれている施設

の割合 
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ウ．廃棄物 

①ごみ減量及び資源化の推進 

ＡＩを活用したごみ分別検索システムの導入により、市民の分別精度向上を図る。さ

らに、資源物の回収方法を見直し、市民にとって利便性の高い回収システムを構築す

る。加えて、生ごみ処理容器購入に対する補助事業や学校等への環境教育を継続的に実

施し、市民の環境意識向上に努める。 

②一般廃棄物処理体制の統一について 

令和９年の新環境センター稼働に伴い、臼杵地域と野津地域のごみ処理体制の統一を行

う。ごみの分別方法等に変更が生じるため、両地域の住民に対して説明会を開催する。変

更点については、市報やホームページ、ＳＮＳ等を通じて市民にわかりやすい情報提供を

行い、市民の不安解消に努める。し尿処理施設については、今後も一般廃棄物処理体制の

統一に伴う課題等についての協議を重ね、検討を進める。 

③施設の適正管理について 

令和 9 年の新環境センター稼働に伴い、既存施設の計画的な整備を行う。予防保全の

観点から定期的な点検と補修を実施し、施設の長寿命化を図る。旧不燃物最終処分場につ

いては、パークゴルフ場へと用途変更を行い、市内外問わず多くの利用者を受け入れてい

る。旧し尿浄化センターについては、継続して地元や庁内で協議を重ね、跡地利用の検討

を進める。 

庁内外の関係機関と連携し、定期的なイベントを企画・開催する。大分県パークゴルフ

協会との協力関係を強化し、協会主催の大会誘致や合同イベントの実施を推進する。また、

公式ホームページや SNS 等を活用した情報発信を強化し、幅広い年齢層への認知度向上と

集客を図る。さらに、夏季には早朝オープンを実施し、涼しい時間帯での利用を促進する

ことで、利用者数の増加をめざす。 

 

 

エ．防 災 

防災については、令和 6 年 1 月の能登半島地震や近年頻発する線状降水帯発生による大

水害など、大規模な災害が発生し、尊い命を失う等防災に対する貴重な教訓を残した。 

 本市においても、南海トラフ巨大地震をはじめとした地震や集中豪雨、台風等の大規模災

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

合併処理浄化槽の普

及率【累計】 
22.28% 24.68% 

行政人口に占める水洗

化人口の割合 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

家庭内可燃ごみの年

間収集量【単年】 
147.2kg/人 142.7kg/人 

臼杵地域の１人当たり

の家庭系可燃ごみの年

間収集量【kg/人】 
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害の影響を受ける可能性があるため「市民の生命、身体及び財産を災害から守る」という防

災の理念のもと、地域防災計画の見直しやハザードマップの作成、防災無線や防災カメラの

整備、自主防災組織の活性化、土砂災害防止対策等に努めた。今後も自主防災組織の活性化

や防災士の育成によるさらなる防災体制の充実を図るとともに、防災意識の啓発や防災訓練

の実施等による防災活動の推進、備蓄品の充実や災害時要配慮者対策等による避難体制の構

築が求められる。 

また、災害による被害の軽減を図るため、避難場所や避難路の整備、備蓄品や避難所運営

資機材の備蓄場所の確保及び支援物資を滞留させない備蓄倉庫兼地域内輸送拠点の整備、土

砂災害対策、ため池の整備等災害未然防止の充実に取り組む。 

 

 

オ．消 防 

消防組織法に基づき各種訓練や研修により職員の災害対応能力の向上を図るとともに、車

両や資機材、消防水利等の消防施設を計画的に更新整備し、市民の生命、身体及び財産を守

る必要がある。 

 救急隊員及び救急救命士を計画的に育成し、適切な救急救命処置が行えるよう、実習や訓

練、研修会等に参加が必要である。また、市民に対して救命講習開催や救急車の適正利用を

推進し、救命率の向上に努める。 

消防指令業務の共同運用に係る設備整備・運営に関し、県内の消防本部と連携強化を図

る。また、南海トラフ巨大地震等の大規模災害に対応するため、市町村の区域を超えた常備

消防の広域的な消防相互応援体制の充実強化を図る。 

消防団員の確保に向け、若者や事業所へ周知活動を行い、人口減少等により団員確保が困

難な分団、部については、統廃合も検討し地域消防力が低下しないよう努める。 

老朽化した消防機械庫の新築や車両、個人装備品の充実を図り、これまで以上に自主防災

組織や防災士連絡協議会との連携を密にし、災害に強い地域づくりをめざす。 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

自主防災組織等の自

主的な活動件数【単

年】 

81 145 

自主防災組織等の自主

的な訓練及び研修補助

金申請件数 

防災士の数【累計】 722 825 

市主催防災士養成講座

（臼杵市防災士会登録

者数） 

ジュニア防災リーダ

ーの育成数【累計】 
167 300 

学校や家庭で防災啓発

ができるジュニア防災

リーダーの育成数 

避難路の整備箇所【累

計】 
46 60 

自主防災組織による整

備箇所数 
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カ．住 宅 

一定年限を経過した公営住宅については、今後も計画的に建替えや補修・改築等の整備を

行い、若者の定住促進や高齢社会に対応した良質な住宅の供給を促進する。併せて、道路・

公園・緑地等も住宅と一体的に整備し、「立地適正化計画※1」との整合を図り良好な住環境

の確保をめざす。 

 増加する空き家がもたらす諸問題に総合的に対応していくため、利用可能な空き家に関し

ては「空き家バンク」等の推進による有効活用を促進する。また、利活用の難しい空き家に

関しては所有者や管理者に対し適切な管理への働きかけを進めるとともに、倒壊等危険度の

高い空き家や危険ブロック塀等に関しては除却等による適切な管理を促す。 

 また、地震に対する備えに関しては、民間の木造住宅等の耐震化を促進する。 

    ※1 立地適正化計画・・・・居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市

機能の誘導により、持続可能な都市経営に向けた取り組みを推進するもの（令和 6 年 6 月

策定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

防火水槽の耐震化数

【累計】 
50 62 

年次計画による整備箇

所数 

救急救命士資格の取

得者数【累計】 
32 40 

救急救命士資格の取得

者数 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

公営住宅長寿命化計

画に基づく改修工事

を実施した市営住宅

の管理棟数【累計】 

3 棟 10 棟 

「臼杵市公営住宅等長

寿命化計画」に基づく改

修実績管理棟数 

老朽危険家屋の除去

件数【累計】 
101 件 151 件 

「臼杵市老朽危険家屋

等除去促進事業補助金」

の除去件数 
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キ．公 園 

未供用や未整備部分がある公園については、配置計画や整備内容を効果的、効率的に検

討し早期完成をめざす。また、総合公園規模の 4 つの公園（臼杵市総合公園・臼杵公園・

臼杵石仏公園・吉四六ランド）を核として、市民のニーズに沿ったリニューアル等を進め

ながら利用の促進を図る。 

    公園空白地となっている市街地においては、計画的かつ効果的な公園配置を検討し、新

たな公園の整備に当たっては、周辺の自然環境や史跡、文化財等を活用しながら多様な公

園緑地の確保をめざす。 

 

 

ク．広域連携 

 ①大分都市広域圏 

  大分県内の 8 市 1町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「広域的災害等に 

関する機能の構築」「減災・防災体制の充実」「一般廃棄物の広域処理」「資源循環型社 

会の形成」「広域的な生物多様性の保全」「消防救急体制の連携強化の推進」に掲げる連

携効果に資する取り組みを実施することにより本計画に記載する生活環境の整備をより効

果的に進める。 

  具体的な取り組みとしては、広域ごみ処理施設（新環境センター（仮））の稼働に伴い、

臼杵地区、野津地区のごみ処理体制の統一を図る予定である。 

 ②臼津広域圏 

  本市及び津久見市で構成する「臼津広域連合」にて共同運営を行っている「臼津葬斎場」  

の建物・火葬炉及びその他付随する敷地内構造物の点検を行うとともに状況に応じた整備 

と適正な管理に努める。 

  今後の大規模な改修については、電気設備・機械設備等や火葬炉の耐火物更新等を見込

んでいる。 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

臼杵市よりよいまち

づくりアンケートに

おける市民の満足度

【単年】 

84.9% 91% 

魅力ある公園整備と適

正な維持管理 

満足度＝満足+普通÷

（回答者数-分からない

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

新環境センター（仮）

整備進捗率【累計】 
13.32% 60% 

建設に係る総負担金額

（3,284,412 千円）に対

する負担金の執行率 

※数値は R3 当初予算要

求時点 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

６ 生活環境の整 （1）水道施設      

  備    上水道 水道施設監視システム構築事業 市   

  水道整備事業 市  

     簡易水道 簡易水道統合事業 市   

  
（2）下水処理施

設 

     

     公共下水道 公共下水道事業 市   

   特定環境保全公共下水道事業 市   

  ストックマネジメント事業 市  

 農村集落排水施設 農業集落排水施設整備事業 市  

  漁業集落排水施設整備事業 市  

     その他 一般下水路改良工事 市   

    戸別浄化槽整備事業 市   

  
（3）廃棄物処理

施設 

     

  ごみ処理施設 不燃ごみ資源化設備事業 市   

    
浸出水処理施設・粗大ごみ処理施設長寿命化

事業 
市   

  清掃センター施設長寿命化事業 市  

  新環境センター（仮称）整備事業 6 市  

   清掃センター周辺環境整備事業 市   

 し尿処理施設 し尿処理施設整備事業 市  

 その他 ごみ処理車両等購入事業 市  

  （4）火葬場 臼津葬斎場管理及び運営費負担金 臼津広域連合   

  （5）消防施設 消防ポンプ自動車購入事業 市   

    高規格救急自動車購入事業 市   

    耐震性貯水槽整備事業 市   

    小型動力ポンプ積載車購入事業 市   

   消防団拠点施設新築工事 市   

    小型動力ポンプ購入事業 市   

    高機能総合指令センター整備事業 市   

    消防団装備品購入事業 市   

    消防指揮車購入事業 市   

    防火水槽有蓋工事 市   

    救助工作車購入事業 市   

  警鐘台耐震補強整備事業 市  
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方

針及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度におい

て行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用

等検討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進

する。 

 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

６ 生活環境の整  小型運搬車購入事業 市  

備  消防指令業務共同運用事業 県内全市町村  

 （6）公営住宅 市営住宅長寿命化事業 市   

  
（7）過疎地域持続的発

展特別事業 
一般廃棄物処理基本計画見直し業務 市   

    
家庭ごみ収集・運搬体制のあり方に 

関する検討業務 
市   

    地域防災強化事業 市   

    
戸建住宅の太陽光発電設備設置費補

助金 
市   

    ペレットストーブ普及事業 市   

    集合住宅整備補助 市   

    浄化槽水質検査手数料補助事業 市   

    
一般廃棄物処理施設精密機能診断及

び整備に係る検討書作成業務 
市   

    水洗化普及促進啓発事業 市   

  新婚生活応援事業 市  

  若者民間賃貸住宅支援事業 市  

  空き家・空き土地活用事業 市  

  宅地耐震化推進事業 市  

  消防指令業務共同運用事業 県内全市町村  

  （8）その他 総合公園整備事業 市   

  公園整備事業 市  

    地域活性化施設整備事業 市  

  防災カメラ更新事業 市  

  空き家・空き土地活用事業 市  

  まちなか交流促進事業 市  

  備蓄倉庫整備事業 市  
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

（１）現状と問題点 

 

ア．高齢者福祉 

本市の住民基本台帳による人口は令和 7

年 4 月 1日現在で 34,588 人、65 歳以上の高齢者人口は 14,709 人で、高齢化率は 42.53％

となっている。過去の数値と比較して今後、高齢者人口は減少していくと推測されるが、

同時に総人口も減少すると推測されるため、高齢化率は上昇すると考えられ令和 12 年に

は 46％になると推計されている。また、高齢化率の上昇と併せて核家族化も進行してお

り、ひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者夫婦のみの世帯が増加している。令和 2 年の国勢

調査では、ひとり暮らし高齢者世帯が 17.5%、高齢者夫婦のみの世帯が 18.8%となってい

る。 

人口減少、少子高齢化が進行する中、高齢者が豊かな人生経験を活かしながら積極的に

地域社会に参加できる機会を創出し、生産活動や健康づくり、ふれあい等を通じて介護予

防や自立が図られるよう支援する必要がある。共生の社会の実現と高齢者がいつまでも

健康で生きがいを持ち、地域でいきいきと安心して暮らせるよう、「高齢者福祉計画及び

介護保険事業計画」においては、「地域で支え合うまちづくり」「高齢者が健康で生きがい

を持って生活できるまちづくり」「高齢者が安心して生活できるまちづくり」「認知症にな

っても安心して暮らせる共生のまちづくり」「介護給付の適正化に向けた取組の推進」を

掲げ、「心豊かに、高齢者がいきいきと安心して暮らせるふるさとづくり」をめざし取り

組みを進めている。 

イ．子育て環境・児童福祉 

本市の人口は減少傾向にあり、5 年後の令和 12 年の年少人口（15 歳未満）は、令和 7 年

より 615 人少ない 2,465 人になると推計されている。日本社会は、戦後経済成長ととも

に人口が増加し、地域との共存において発展してきたが、近年は、出生率の低下による少

子化が進む中、核家族化や女性の就業率の上昇、地域でのつながりの希薄化等、社会環境

の変化に伴う子育ての不安や孤立化、児童虐待やいじめ等こどもや子育てを取り巻く

様々な問題が生じている。 

また、共働き家庭の増加や就労形態の変化に伴い、教育・保育需要の増加やニーズの多

様化が進んでいる。ひとり親家庭等のこどもについては、離婚等によって生活の状況が変

化することから、成長過程において生じる様々な問題に対しての相談・支援が必要であ

る。 

このような様々な問題に対応できるように、教育・保育施設、子育て支援環境の整備、

特に妊娠期から出産・子育てまでの切れ目のない支援や相談体制を充実させるため、子育

て世代包括支援センターの機能を有する臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽ

ーと」（以下、「ちあぽーと」という）及び臼杵市こども家庭センターを中心に関係機関と

の連携強化や専門職等の質の向上等機能強化を図っていく。また、地域、行政、企業、保

育所、認定こども園、幼稚園等が連携協力し、本市で安心して産み育てるための支援やこ

どもの健やかな成長・発達のための支援等地域全体で子育てを支えていく施策を講じて

いくことが必要である。 
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ウ．障がい者福祉 

本市の「障害者手帳」保持者は、令和 6 年度末現在、身体 2,287 人、療育 436 人、精神

315 人の計 3,038 人となっており、令和 2 年以降横ばい傾向にある。 

このような状況の中で、本市の「第 7 期障がい福祉計画」、「第 3 期障がい児福祉計画」

においては、国の指針等を踏まえ、関係機関と連携し、前計画に引き続き次の 2 点を障が

い者計画、障がい児計画共通の取り組みとして掲げている。 

①相談支援体制の充実・強化 

②障がい福祉サービス等の質の向上 

エ．大分都市広域圏 

平成 28 年 3 月に連携協約を 7 市 1 町で締結し形成した「大分都市広域圏」では、「第 2

期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的に取り組むことでより効果的な施策の実現に

向け協議・検討を行っている。令和 8 年 3 月からは佐伯市が加わり、令和 8 年度からは 8

市 1 町で「第 3期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安 

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 

 

（２）その対策 

ア．高齢者福祉 

高齢者が自分の経験や能力などを活かし、生きがいを持って地域活動や社会活動に参加

するとともに、要介護状態や認知症になっても、住み慣れた地域で安心して生活できる、

共生のまちづくりに取り組む。 

 

①地域コミュニティの活性化を図り、地域住民による見守りや支え合いの促進と、高齢者 

の生きがい、健康づくりや介護予防を促進する拠点づくりを行い、高齢者の地域活動、社

会活動など自主的活動の支援を行う。 

 

②認知症サポーター養成講座など学びの機会を提供し、認知症に関する正しい情報を普

及啓発し、認知症の人や家族への支援に取り組むとともに、認知症の方を地域全体で見守

り、相談機関やサービスへつながる体制づくりを進める。 

 

③生活機能の低下が見られる高齢者が、住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよ

う、介護予防・生活支援サービス（短期集中予防サービス）を推進するとともに、高齢者

や家族の希望に応じた適正なサービスが利用できるよう、サービス提供体制の充実に取

り組む。 
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イ．子育て環境・児童福祉 

「ちあぽーと」を中心に児童福祉と母子保健の両方の観点から継続性、連続性のある切

れ目のない支援を充実させる。 

  保護者の就労形態や生活様式の変化、こどもの特性に伴う教育・保育需要の多様化に応

じるため、教育・保育サービスの充実及び質の向上、また放課後児童クラブの運営を継続

して行うとともに病児保育事業の安定的な運営を図る。 

  また、児童虐待の未然防止・早期対応等を行うため、臼杵市要保護児童対策地域協議会

のネットワークの活用及び連携を強化する。 

  ひとり親家庭等の様々な悩みや課題に対応できるよう、母子・父子自立支援員を配置し、

子育て生活、就業等に関する不安や悩みを傾聴・助言を行いながら、生活支援や就労支援

を行う。 

 妊娠、出産を希望する方には、不妊治療を行う際の、不妊検査や人工授精等に対する費 

用助成を行うなど、経済的負担の軽減や、少子化対策を推進する。 

      さらに、地域でのつながりの希薄化、育児の不安や孤立化を解消し、相談や交流の場と

して市内 4 か所の地域子育て支援拠点施設の利用を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

認知症サポーター数

【累計】 

11,492 

(R7.11 現在) 
13,060 

認知症サポーター養成

講座受講者数 

介護予防のための通

いの場の数【単年】 

132 

(R6) 
165 

介護予防のための通い

の場の数 

介護予防・生活支援サ

ービス通所事業（緩和

した基準・通所型短期

集中予防サービス利

用者数（年） 

62 

(R6) 
90 

介護予防・生活支援サー

ビス通所事業（緩和した

基準・通所型短期集中予

防サービス利用者数 
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   ウ．障がい者福祉 

障がいのある人が地域で生き生きと安心して暮らしていくためには、障がい者のニーズ

を把握し、必要な福祉サービスを提供するためには、相談支援事業の充実は重要である。令

和 7 年度から新たに「臼杵市障がい者基幹相談支援センター」を設置していることから、引

き続き①総合的・専門的な相談支援②地域の相談支援体制の強化③地域移行・地域定着の促

進④地域の体制づくり⑤権利擁護・虐待防止に取り組む。 

      また、地域の支援体制強化には、自立支援協議会を中心とした福祉に関わる人材の育成、

安心して利用できる福祉サービスの提供に向けた仕組みづくりが必要である。そこで、基幹

相談支援センター主導による「臼杵市地域自立支援協議会」の運営に切り替え、ニーズに応

じた柔軟で総合的な施策の構築に努める。 

さらに、相談事業については、身体・知的・精神の 3 障がいの特性に配慮しながら、きめ 

細やかな対応が出来るよう、「臼杵市障がい者交流センター（すくらむ）」内に指定相談支援

事業所を配置するとともに、相談やサービスのコーディネート等、必要な支援を行う地域生

活支援拠点の面的体制整備による充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

成果指標の説明 

「ちあぽーと」における

相談件数【単年】 
1,064 1,200 

子育て支援コーディネーター及び

保育士が相談対応した年間件数 

保育所等の就園率【単

年】 
99.26％ 100％ 

各年度の 2 月 1 日時点における 3

歳～5 歳の保育所、認定こども園、

幼稚園への就園児数÷3 歳～5 歳

児数 

この地域で子育てをし

たいと思う親の割合【単

年】 

97.5％ 100％ 

乳幼児健診時の「健やか親子 21 ア

ンケート」において、この地域で子

育てをしたいと思う親の人数÷健

診受診者（親）数 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

相談支援事業所によ

る相談件数【単年】 
24,820 26,000 

相談支援事業所 3 か所

（「風車」、「くれよん」、

「とよみ園」）の年間相

談件数 
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エ．大分都市広域圏 

大分県内の 8 市 1 町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「健康増進・医療

提供体制の確保」「相談支援機能の強化」「地域子育て支援の充実」に掲げる連携効果に

資する取り組みを実施することにより本計画に記載する子育て環境の確保、高齢者等の保

健及び福祉の向上及び増進をより効果的に進める。 

 

（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

 公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方

針及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

７ 子育て環境の

確保、高齢者

等の保健及び

福祉の向上及

び増進 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

（1）児童福祉施設 

   保育所 

（2）認定こども園 

（3）高齢者福祉施設 

認可保育園緊急整備事業 

認定子ども園施設整備・改修事業 

児童福祉施設整備事業  

民間保育所（園） 

市 

民間保育所（園） 

  

   その他 養護老人ホーム施設整備・改修事業 
市・民間

事業者 
  

 老人憩の家等整備・改修工事 市   

（7）市町村保健セン

ター及びこども

家庭センター 

子育て総合支援センター整備・改修事業 市   

（8）過疎地域持続的発展特

別事業 

生きがいデイサービス、軽度生活支援型訪問介護

サービス事業 
市   

  高齢者見守り事業 市   

  高齢者配食サービス事業 市   

  放課後児童健全育成事業 市   

  在宅高齢者住宅改造助成事業 市   

  高齢者はり、灸、あんま施術料助成事業 市   

  保育料の減額措置事業 市   

  病児病後児保育委託事業 市   

  子育て支援事業 市   

  地域共生社会推進事業 市  
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８．医療の確保 

 

（１）現状と問題点 

 

 ア．医療の充実 

本市における医療施設は、令和 7 年 4 月 1 日現在、病院 4 施設、診療所 26 施設、歯科

診療所 16 施設の合計 46 施設があり、また、病床数は、病院で 490 床、診療所で 116 床の

合計 606 床である。へき地や無医地区の地域においては、臼杵市医師会（以下「医師会」

という。）の協力のもと、定期的に医療機関が巡回診療を行っている。 初期救急医療体制

は、休日及び夜間における軽症患者の医療を確保するための医療体制で、医師会による休

日・夜間の在宅当番医制が実施されている。休日及び夜間における手術や入院治療を要す

る重症患者を受け入れる第 2 次救急医療体制は、本市では臼杵市医師会コスモス病院（以

下「コスモス病院」という。）で実施している。 

     また、健康診査や健康相談、健康教育、訪問等を実施しているが、臼杵市国民健康保険  

加入者の内、一人当たりの医療費は県下でも上位に位置する。特に各種健康診査は関連事

業を展開する上で重要であり、市民が安心して健診を受診できる環境を継続する必要があ

る。 

      さらに、市民が安心して日常生活を過ごすために必要な患者本位の医療・福祉サービス

の基盤づくりをめざすことを目的に、医師会が中心となり、医療機関、歯科医院、調剤薬

局、介護機関が医療介護情報を共有する「うすき石仏ねっと」事業をはじめ、臼杵市 Z 会

議（在宅医療介護連携事業）を行政その他関係機関と共に取り組んでいる。 

  イ．広域連携（臼津広域圏） 

本市及び津久見市とで様々な広域的ニーズに柔軟かつ効率的に対応するため「臼津広域 

連合」において、休日及び夜間の二次救急医療について、対応可能な医療機関に対し「二

次救急医療施設運営費等補助」として支援を行っている。 

今後も医師の担い手不足が見込まれる中、医師をはじめ医師関係者の確保が望まれる。 

 

（２）その対策 

 ア．医療の充実 

本市における医療提供体制確保のため、医師会に在宅当番医制の委託を継続することで

休日、夜間等の初期救急医療体制の確保を図るとともに、へき地や無医地区においては医

師会と協力し、現行体制の継続に努める。 

医師、看護師の人材確保及び経済的支援のため、医師会と協力し医学生等の奨学金制度

を実施しており、臼杵市内の医療機関への就業による免除や他の修学資金との併給も可能

としている。今後も高等学校や養成施設等に制度の周知を行い、奨学金制度の活用促進を

図る。さらに安定した人材確保を目的に医師会と協力して、大分大学医学部に対してコス

モス病院の充実を図るよう継続的な協力依頼を行い、併せて定住支援の観点からコスモス

病院等で勤務する医師に対し、家賃の助成制度を実施する。 

市民が身近な場所で安心して健診を受診できる環境を継続するため、市内の本市が委託

する健診検査機関の検査機器更新のための支援を行う。  

また、「うすき石仏ねっと」のさらなる推進のため、事業所や住民への参加・普及促進を

図りながらネットワークシステムの整備を進め、在宅医療介護連携に必要な医療介護情
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報の活用・拡充を推進する。 

 

イ．広域連携（臼津広域圏） 

    本市及び津久見市とで構成する「臼津広域連合」において、「二次救急医療施設運営費 

等補助事業」を行っている。 

二次救急医療は、地域で発生する救急患者への診断と応急処置を行い、必要に応じて入 

院治療や緊急手術を行う医療であるが、人口減少が進んでいる過疎地域では、受け入れ可 

能な医療機関は限られている。 

二次救急医療体制を維持することは、市民の生命を守るために必要不可欠であるため、 

今後も両市で協議を行い広域的な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

奨学生貸与看護学生

の地元就職率【単年】 － 100 
貸与看護学生就職者の

うち、市内事業所就職率 

「うすき石仏ねっと」

加入者数【累計】 25,822 人 28,300 人 
うすき石仏ねっと運営

協議会 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

    公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方

針及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度におい

て行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用

等検討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進

する。 

 

 

９．教育の振興 

 

 

 

 

 

 

（１）現状と問題点 

 

ア．学校教育 

地域の将来を担う子どもたちは地域の財産であり、子どもたちが夢と地域への誇りを持

ち続けることができるよう、教育環境を整備することは市の責務である。 

令和 7 年 9 月 30 日現在、本市には小学校が 13校（児童数 1,343 人）、中学校が 5校（生

徒数 826 人）あり、児童生徒数は過疎化・少子化により年々減少傾向にあり、「個別最適な

学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を行うことが厳しくなる学校が増えてくること

が懸念されることから「臼杵市公立学校のあり方に関する基本計画」を新たに定め、小中

学校の統廃合やその先を見据えた小中一貫校の設置についても検討を進めている。 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

８ 医療の確保 
（3）過疎地域持続的発

展特別事業 

在宅当番医制（一次救急医療）運営

事業 
市   

    医学部生看護学生奨学金制度 市   

    若手医師定住支援助成金助成事業 市   

    地域医療充実・確保実施事業 市   

    健康管理システム構築事業 市   

    DMAT 助成事業 市   

  うすき石仏ねっと整備事業 市   

  二次救急医療施設運営費等補助事業 臼津広域連合  

 （4）その他 うすき石仏ねっと整備事業 市  
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これまで統廃合された地域の児童生徒については、遠距離の通学となるためスクールバ

スを導入し通学時の安全確保や保護者の負担軽減を行なってきたが、バスの走行距離が伸

びてきており更新する必要がある。 

今後、統廃合により遠距離の通学となる児童生徒に対しては、これまでと同様に登下

校時の安全確保を行うとともに通学時の保護者の負担軽減を図るためスクールバス等を

導入する必要がある。また、閉校となる学校跡地の施設利活用の課題についても、同時

に検討していかなければならない。

 

他方、校舎をはじめ多くの教育施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場

であり、構造体・非構造部材の耐震化、温暖化に対応した教室における空調設備の整備は

完了したが、今後は、教室に設置した空調設備の更新時期を迎えることとなる。また、屋

内運動場については空調設備は未整備であるとともに、学校教育施設全般の照明について

はほぼ非 LED 化であり、早急に教育環境の改善を図る必要がある。さらに、校舎やプール

等の老朽による長寿命化や施設の増改築や撤去、少子化により学校統廃合が進むことに伴

う新しい小中学校の建て替えを含めた教育環境の改善を図る必要がある。 

学習等諸活動においても、安全かつ、きめ細やかな指導、支援を充実させる必要がある

ため、複式授業解消臨時講師や少人数学習指導教員の配置や支援が必要な子どもへの特別

支援教育支援員の配置、特別支援教育調査員の巡回等を継続的に行うことにより、一人ひ

とりの教育ニーズに応じた教育環境の整備を進めている。 

また、いじめや不登校等の問題は、深刻化・複雑化していることから、市教育委員会の

担当指導主事を中心に、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）やスクールカウンセラー

（ＳＣ）、子ども子育て課の相談員等、「チームうすき」の専門家による学校支援体制を構

築し、困難を抱える学校、児童生徒や家族の支援を行っている。 

さらに、平成 26 年に設置した「臼杵市人材育成市民連携会議」において、本市の将来

を担う人材を臼杵の中で育てていくために、必要な義務教育や高等学校の教育内容・教育

環境等について、政界、経済界、学校関係者、地域、保護者、行政等が協働で協議し、委

員相互の連携により、教育力の向上及び幅広い教育活動の推進等について必要な支援活動

を実施している。 

令和 7 年度に野津給食センターは臼杵市学校給食センターに統合された。 

臼杵市学校給食センターの処理能力は 3,500 食であり、市内全小中学校の調理をまかな

っている。 

しかし、臼杵市学校給食センターも平成１２年に建設された施設であり、老朽化が進ん

でいることから、施設の更新に向けて協議検討を行っている。新規機器の購入・更新につ

いては、必要に応じた修繕により施設・機器等の維持を図り安全性を確保しながら、調理

業務を行うこととする。 

給食で使用する食材については、地元で生産される安全で新鮮な食材の使用に努め、野

菜は「ほんまもん農産物」をはじめとする臼杵市産野菜を優先的に使用し、お米は年間を

通じて臼杵市産米を使用する。  
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    なお、保護者の経済的負担軽減のため、児童生徒の給食費無償化については令和７年度

から実施している。 

イ．社会教育 

本市の教育ビジョンは、学校・家庭・地域・行政が一体となってすすめる『3 つのきょ

う育』であり、「郷土の『郷育』、協力の『協育』、響き合いの『響育』で、『学ぶ力』『誠実

さ』『たくましさ』を身につけた臼杵大好き“臼杵っこ”」を育てることを基本方針とし、

社会教育の充実・拡大に努めている。今後も、少子高齢化・人口減少が進む中で、益々多

様化・高度化する価値観やニーズに応じた生涯を通じた学びの場の提供や内容の充実が望

まれている。そのため、社会教育と学校教育、家庭教育が連携し、乳幼児期から高齢期ま

での生涯を通じた「学び」「学びあい」に「生きがいづくり」「健康づくり」の要素を加味

した活動が必要である。また、個々人が自主的かつ自発的に学び自己を高めた成果を地域

や次世代へ還元し、人とのふれあいや結びつきを深めることが必要である。 

図書館は、現在の建物が昭和 45 年に臼杵鉄工所創立者田中豊吉氏より寄贈を受け開館

した建物であるため、平成 26 年度に耐震化及び改修工事を実施。また、隣接する荘田平五

郎氏より寄贈を受けた「こども図書館」も平成 15 年に改修した。人口は減少しているもの

の、来館者数はほぼ横ばいであるが貸出冊数が減少傾向であることから、増加に向けた取

り組みを進める必要がある。 

一方、学校図書館内には、学校図書専門員を全小中学校に配置し、子どもたちの読書環

境の改善に積極的に取り組んでいる。今後は、市立図書館を学校・家庭・地域をつなぐ「読

書のまちづくりステーション」として機能の充実を行い、情緒豊かな人間性あふれる“臼

杵っこ”の育成に取り組んでいく必要がある。 

本市の社会体育は、子どもから高齢者までが日常生活の中で「1 人 1 スポーツ」の実践

を推進し、自らが進んで健康・体力づくりに取り組むとともに、地域のスポーツ活動や生

涯スポーツの推進を図るために環境整備・体育施設の整備、各種関係団体との連携強化に

努めていく必要がある。明るく豊かで活力にあふれた生活を送るためには、健康が第一で

あり、誰もが手軽に取り組むことのできるウォーキング環境の整備も必要である。また、

市民に夢や希望、感動を与える競技スポーツの振興と競技力向上のための指導者育成にも

努める必要がある。 

  ウ．大分都市広域圏 

    平成 28 年 3 月に連携協約を 7市 1 町で締結し形成した「大分都市広域圏」では、「第 2

期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的に取り組むことでより効果的な施策の実現に

向け協議・検討を行っている。令和 8 年 3 月からは佐伯市が加わり、令和 8 年度からは 8

市 1 町で「第 3期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安 

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 

 

（２）その対策 

 ア．学校教育 

児童生徒の「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を進めていくために

も、複式学級のある学校については、「臼杵市公立学校のあり方に関する基本計画」に基づ

いて、統廃合を進めていくとともに、その先を見据えた小中一貫校の設置に向けた校舎の

新築及び既存校舎の増改築の整備を行う。また、屋内運動場の空調整備や既存照明の LED
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化等、既存校舎の長寿命化対策に努め、併せて大災害に備えた避難施設としての機能を有

した整備も併せて実施していく。 

さらに、これまで小中学校を廃校した地域の児童生徒の通学時の安全確保や保護者の負

担軽減を引き続き行うためにも、走行距離が伸びてきたスクールバスについては更新を行

うとともに、今後廃校する地域の児童生徒についてもスクールバス等を導入し、通学時の

安全確保に努めていきたい。  

閉校後の学校跡地利活用については、これまで学校が地域コミュニティの拠点施設とい

う役割も担っていたことから、地域活性化の拠点施設等地域発展のための利活用を市全体

の課題として捉え、各地域住民の意見を中心に、幅広く意見等を求め、各分野での有効活

用ができるよう取り組む。 

閉校後の学校施設等については、いつでも活用ができるよう、定期的に維持・管理・補

修を行っていく必要がある。 

また、『「臼杵の未来をたくましく拓き、超スマート社会をしなやかに生き抜く臼杵っこ

の育成」～小中一体教育を基盤にした、学校・家庭・地域・行政をつなぐ横断的きょう育

「3 つのきょう育（郷育・協育・響育）＋今日育」ネットワークの構築～』を基本方針と

して、様々な取り組みを行う。具体的には、うすきふれあい学校を、学校・保護者・地域

が一体となって実施したり、臼杵っこ育成支援事業、自然の中での宿泊体験事業を実施す

ることによって、臼杵大好き“臼杵っこ”を育成する。さらに、学校の教育環境課題であ

る複式学級の解消や特別支援教育支援員、いじめ・不登校指導員の配置について、今後も

臨時講師、支援員、指導員の補充により対応していく。 

併せて、中学校ブロックを基礎単位としてめざす児童・生徒の具体像を共有し、「幼小中

一体教育」を系統的・継続的に推進していくことで、ブロックごとの特色のある教育活動

を展開する。 

児童生徒に求められる、基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得と問題解決に必要

な思考力・判断力・表現力等を育てる授業を行うために、教師の授業力の向上や、ICT 機

器を活用して分かり易い授業を実施する。 

児童・生徒に１人１台、タブレット端末配備の完了を受け、令和 3 年度からその端末を

授業や家庭学習において効果的に活用するための取り組みを開始している。これからの、

より変化の激しい時代を生き抜く子どもたちに最も必要とされる「問題解決能力」を育む

べく「GIGA スクール構想」に基づく ICT 教育を強力に推進していく。 

教育への ICT の活用は、実際に学校間を移動する交流事業や小規模校と規模の大きな学

校等、複数校間でのオンラインによる遠隔授業を実施することにより、統合までの学力保

障及びコミュニケーション能力、協調性の育成等、学校規模による様々なハンディを解消

する手段として有効に活用していく。 

市内に存在する高校に対する連携や支援・育成として、臼杵市人材育成連携会議を通じ

て、臼杵の将来を担う人材育成のための啓発活動や環境整備を推進するとともに教育活動

の向上を図る。 

また、遠距離通学となる児童生徒の通学や、学校の統廃合により通学区域変更となる児

童生徒の通学環境に配慮し、スクールバスの活用（タクシーの運行委託を含む）や既存の

公共交通を利用する乗合化の場合の補助等も含め、該当学校関係者や交通事業者等と十分

に協議をしたうえで、通学手段の確保や負担の軽減を進めていく。 
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イ．社会教育 

市民のニーズや現状を的確に把握し、社会教育方針を掲げ、乳幼児期・青少年期・子育

て期・成人期・高齢期のライフステージごとに計画的に事業の実施・評価・修正を行いな

がら社会教育の充実を図る。また、生涯を通じた学びの充実を図るためにも、学校・家庭・

地域を結ぶ「協育ネットワーク」の構築をめざし、本市教育委員会が取り組む小中一体教

育のブロックごと、分野ごとに「協育コーディネーター」を配置するとともに、社会教育

関係者が自らの専門性を高めるための取り組みに対して支援する。さらに、学校運営協議

会を通じ各小学校を含む中学校ブロックでのコミュニティ・スクールの充実を図る。 

また、市立図書館を学校・家庭・地域をつなぐ「読書のまちづくりステーション」とし

て、読書活動団体の育成や学校図書専門員のスキルアップ研修の実施、郷土教育推進のた

めの資料提供等に取り組み、市民総ぐるみの読書のまちづくりの実現を図る。 

どこでも誰でも気軽にそして簡単に行え、市民だれもが健康づくりのために実施できる  

ウォーキングの推進や新しい軽スポーツの普及・啓発に努める。  

また、競技スポーツの振興や地域や職場における各スポーツクラブの育成に努めるとと

もに、相互の交流が図られる継続的スポーツ活動も推進する。 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

給食での地元農産物

の構成割合【単年】 
34.8% 50％ 

地元で採れた野菜の学

校給食での使用料（重量

比） 

偏差値 50 を超えた教

科数【単年】 
72.72％ 100％ 

臼杵市学力定着調査の

全教科で偏差値 50 を超

えた教科数 

成果指標 
現 状 

（令和 6 年度） 

目 標 

（令和 12 年度） 

成果指標の説明 

地域の読み聞かせボランティア団

体数【単年】 
14 15 

各小学校と市立図書館で読み

聞かせボランティア活動を行

っている団体数 

市立図書館の貸し出し冊数【単年】 
91,981 111,000 

臼杵図書館、子ども図書館、野

津分館を含めた貸出冊数 

協育コーディネーターが委員とし

て学校運営協議会に参加している

学校の割合【単年】 

50 100 

協育コーディネーターが委員

として学校運営協議会に参加

している学校の割合【％】 

ウォーキングイベント参加者数

【単年】 64 300 

ウォーキングイベント及び健

康教室等の参加者数 
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  ウ．大分都市広域圏 

大分県内の 8 市 1 町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「高等教育・研究 

開発の環境整備」「広域的教育の連携」「スポーツの振興」に掲げる連携効果に資する取 

り組みを実施することにより本計画に記載する教育の振興をより効果的に進める。 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

９ 教育の振興 （1）学校教育関連施設       

     校舎 小・中学校等施設整備・改修事業 市   

    小・中学校等統合事業 市   

    非構造部材耐震化事業 市   

    長寿命化改良事業 市   

    学習環境改善事業 市   

    公立学校大規模改造事業 市   

    公立学校自家発電設置事業 市   

     屋内運動場 小・中学校等施設整備・改修事業 市   

     屋外運動場 学校教育施設遊具整備事業 市   

    小・中学校等施設整備・改修事業 市   

     給食施設 学校給食施設統合事業 市   

    給食調理場整備・改修事業 市   

  
（3）集会施設､体育

施設等 
      

     公民館 公民館整備・改修事業 市   

     集会施設 
コミュニティセンター整備・改修事

業 
市   

  市民交流センター整備・改修事業 市   

     体育施設 ウォーキングコース整備・改修事業 市   

    総合公園内施設・改修事業 市   

    地域体育館整備・改修事業 市   

  清掃センター周辺環境整備事業 市  

  吉四六ランド施設整備・改修事業 市  

  
（4）過疎地域持続的発

展特別事業 
小・中学校の複式学級解消事業 市   

    放課後子ども教室推進事業 市   

    スクールバス運行事業 市   

    小・中・高校連携による人材育成支援事業 市   

    大学生奨学金貸付事業 市   

  教育ローン利子補給事業 市   

    ICT 教育環境整備推進事業 市   

    小学校外国語活動指導助手派遣事業 市   

    特別支援教育充実事業 市   

    
就学指導相談、調査票等作成（委

託）事業 
市   

    臼杵っこ育成支援事業 市   

  いじめ・不登校指導員配置事業 市   
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

 
 

 臼杵市体育協会補助事業 

自然の中での宿泊体験事業 

市 

市 

 

    青少年教育事業 市   

    家庭教育・人権・同和教育推進事業 市   

    協育ネットワーク推進事業 市   

  公民館事業 市   

  読書のまちづくり推進事業 市   

  学力向上対策事業 市   

  GIGA スクール構想整備事業 市  

  学校図書館専門員配置事業 市  

  スクールソーシャルワーカー活用事業 市  

  ICT 教育プログラミング教育推進事業 市  

 （5）その他 給食配送車購入事業 市   

  学力向上対策事業 市  

  スクールバス購入事業 市  

  教育支援センター整備事業 市  
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１０．集落の整備 

 

 

（１）現状と問題点 

 

現在、本市には 303 の集落（自治区）があるが、若者の流出と著しい高齢化の進行により

地域基盤の崩壊が懸念される集落や後継者不足等により、地域活力が低下してきている集落

も増加している。 

集落の維持については、道路や下水処理施設等生活基盤の整備を図るとともに、集落営農

や地域資源を活用した産業の振興、都市部との交流等により、誇りと自信の持てる集落づく

りを推進し地域住民の主体的な取り組みを支援する必要がある。 

   また、本市では、世代や団体間の枠を超えて連携することで、助け合い、支え合う関係が

築かれ、将来にわたって安心して暮らせる地域づくりができるよう、市内全 18 地域におい

て旧小学校区を単位とした地域振興協議会を設立し、活動や運営に対して支援を行っている。 

今後は、集落の機能を維持しつつ、地域活動を担う人材の育成、地域の自主財源確保や生

きがいづくりの推進等自立的な活動につながるような支援を行い、地域活動の拠点となる施

設整備、維持管理にも努める必要がある。 

 

（２）その対策 

集落内道路をはじめとした生活基盤を引き続き整備推進するとともに、児童生徒の通学、

高齢者の老人福祉施設・医療施設等への交通確保対策を推進することが必要である。また、

地域に即した生活環境等の改善や、その地域の特性を生かした地場産業の創出、グリーンツ

ーリズム・ブルーツーリズム等の交流環境づくりを推進していくことが重要となる。 

住環境の整備については、住宅地確保に努めるととともに、公営住宅等居住環境の整備を

促進し、空き家バンクや移住者居住支援事業の創設により若者定住や UIJ ターンを促進す

る。 

市全域での、社会資本整備の充実とともに、高齢化が進んでも持続可能で自立した地域を

めざす活動の推進として、地域活動の担い手不足解消のための集落支援員の確保や、地域活

動の基盤となる拠点施設の整備や管理運営等の支援を行い、活動の場の充実を図る。 

また、高齢者が地域で安心して暮らしていけるよう、引き続き、安心生活お守りキット事

業の取り組みを進め、地域住民への声掛けを通して顔の見える関係を築き、地域での見守り

活動を推進する。 

都会に住む若者については、「地域おこし協力隊」として積極的に採用し、その者の能力

を活かしながら、移住定住促進、地域コミュニティの活性化対策及び小規模集落の支援等に

積極的に関わってもらうことで、地域の自立支援の強化と共生の社会づくりに努める。 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

地域振興協議会への

集落支援員の配置数

【累計】 

17 18 
集落支援員が配置され

た地域振興協議会の数 

安心生活お守りキッ

ト登録者数【累計】 
10,380 11,000 

安心生活お守りキット

登録者数 

 

成果指標名
現　状

（令和2年度）
目　標

（令和7年度）
成果指標の説明

地域振興協議会への集落支
援員の配置数【累計】

12箇所 18箇所
集落支援員が配置された地域振興協議
会の数

安心生活お守りキット登録
者数【累計】

8,722人 10,600人 安心生活お守りキット登録者数

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

１０ 集落の整備 
（2）過疎地域持続的発

展特別事業 
地域コミュニティ活動創造事業 市   

     安心生活お守りキット情報管理事業 市   

    集落支援員の活動費助成事業 市   

    コミュニティ再編事業 市   

    一般コミュニティ助成事業 市   

    活力ある地域づくり支援事業 市   
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１１．地域文化の振興等 

 

 

 

（１）現状と問題点 

 

歴史と文化に育まれてきた本市には、「臼杵磨崖仏」をはじめとする数多くの貴重な文化

財が残されている。これは中世以来、宗教や他地域との交易を通して、ここに高度な文化が

定着した証である。この本市における高度な文化性は、近代以降になって文芸、芸術といっ

た方面において吉丸一昌や野上豊一郎・弥生子といった文学者や、日名子実三等の芸術家を

輩出させる原動力となった。それは現代にも受け継がれ、文学や芸術を楽しむ市民性の背景

となっている。 

本市では、臼杵市民会館や公民館等を市民の文化活動の拠点とするとともに市民文化祭

や吉丸一昌音楽祭等、地域に根ざした文化活動を行う団体の活動に助成を行うことで、いっ

そう文化の薫り高い市民性を育むよう努めてきている。こうした市民の文化的活動は、江戸

期の野津地域に実在し「奇人」と呼ばれた広田吉右衛門の説話に基づく「吉四六話」を題材

とした「吉四六かるた大会」、野津地域に伝わる二孝女説話を地元出身の講談師が題材とし

て創作した「新作講談二孝女物語」の口演会の開催や、臼杵磨崖仏一帯に残る真名野長者伝

説をモチーフとした「うすき竹宵」の企画・実施として結実し、本市の文化性を活かしたま

ちづくりに大きく貢献している。 

こうした市民の文化的活動のベースとしてあるのは臼杵の豊かな歴史性であるが、この歴

史性を物語る絵図や古文書といった歴史資料、中世以来の伝統をほこる「臼杵祇園まつり」、

「風流杖踊り」等といった無形（民俗）文化財、阿蘇熔結凝灰岩を使用した「臼杵磨崖仏」

や「虹澗橋」等の石造文化財といった、本市の豊かな文化性を今に伝える多種多様な文化財

の保存活用によって本市の魅力として発信できるものである。 

これらの歴史的・文化的遺産を末永く後世に継承し、文化活動のさらなる振興のために、

その保護保存対策と伝統芸能・文化活動の後継者育成は大きな課題となっている。 

歴史的・文化的遺産の保護保存については、文化財の修復や保存整備、歴史的景観の保全、

貴重な歴史資料の調査・研究をもとに、その公開・活用に繋げる取り組みが必要である。こ

うした取り組みにより、市民をはじめ訪れる多くの人々にも本市の歴史文化に触れることの

できる環境を整えることができる。 

   芸術・文化活動については、文化団体に対して活動の場の提供や後継者育成等の総合的な 

支援が必要である。その中心拠点である市民会館についても、中長期的な展望にたった検討

が必要である。 

   また、平成 28 年 3 月に 7 市 1 町で連携協約を締結し形成した「大分都市広域圏」では、

「第 2 期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的に取り組むことでより効果的な施策の実

現に向け協議・検討を行っている。令和 8年 3 月からは佐伯市が加わり、令和 8 年度からは

8 市 1 町で「第 3 期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 
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（２）その対策 

市内所在の文化財については、指定・未指定に関わらず、令和 6 年度に策定した「臼杵市

文化財保存活用地域計画」の中で保存活用対策について定めて、公開活用を図る。 

   特に無形（民俗）文化財については、伝承されている地域の住民の減少から後継者の確保

が困難となっているため、伝承地域を越えて市内外から後継希望者を集め、伝承体制が作り

やすくなるような支援措置を講じる。 

また、各地区が所有する文化財で、地区住民の減少から管理が困難になっているものにつ

いては、令和 6 年度から「歴史の守り人」の制度をつくり、その管理等の支援を行っている。 

歴史資料については、臼杵市歴史資料館を活用し、市所蔵の約 3 万 5 千点の絵図や典籍を

テーマに沿って展示する。埋蔵文化財については、臼杵市文化財管理センターにおいて調査

研究を進め、それらの資料を多くの人々に公開できるよう展示室の活用を図る。 

 歴史的景観の保全については、今後も市民と行政が協力して町並み景観を残していくため  

の取り組みを継続し、景観法に基づく「臼杵市景観条例」により、景観保全について積極的

に取り組む。 

 吉四六話を題材にした「吉四六まつり」や「うすき竹宵」等のイベントについては、今後 

も特色ある取り組みを積極的に進め、本市固有の地域文化を広く内外に発信していくものと

する。 

   文化活動については、継承・発展のためには個別に活動する団体・個人が相互に連携し切

磋琢磨できる環境の整備が必要であり、行政の支援により組織の連携と交流を図る。また、

文化団体の日頃の成果の発表の場として今後も市民文化祭等の開催を支援する。 

   芸術振興については、臼杵・野津の文化連盟と連携し、市所蔵の絵画の公開や協会主催の

絵画展を支援する。 

 市民会館や公民館等についても、文化活動とその成果を発表する場として、適切な維持管

理運営に努めると共に今後の運営方針や施設改修等の中長期計画を立て、質の良い文化芸術

公演を提供できる施設を維持する。 

 また、大分県内の 8 市 1 町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「文化・芸術 

の振興」「文化財等の保護及び活用」に掲げる連携効果に資する取り組みを実施することに

より本計画に記載する地域文化の振興等をより効果的に進める。 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

文化財公開点数【累

計】 
4,810 8,000 

文化財の歴史資料館や

文化財管理センターに

おける文化財の公開延

べ件数 

市民会館の利用申請

件数【単年】 160 180 
市民会館利用者年間申

請件数 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

１１ 地域文化の

振興等 

（1）地域文化振興施

設等 

       

 地域文化振興施設 市民会館施設整備・改修事業 市   

    臼杵磨崖仏保存改修事業 市   

    臼杵城跡保存整備事業 市   

    宝篋印塔保存修復事業 市   

    虹澗橋等保存整備事業 市   

    文化財周辺環境整備事業 市   

  石仏周辺環境整備事業 市   

  寺小路磨崖クルス覆屋設置事業 市   

  下藤キリシタン墓地保存整備事業 市  

  文化財保存整備事業 市  

  （2）過疎地域持続的発 臼杵磨崖仏保存事業 市   

     展特別事業 伝統芸能継承事業 市   

    うすき竹宵事業 市   

    吉四六さん地域文化振興事業 市・実行委員会   

    歴史資料保存管理・公開事業 市   

    市内重要遺跡確認調査事業 市   

    臼杵市藩政史料等調査事業 市   

    文化財愛護少年団育成事業 市   

  荘田平五郎地域文化振興事業 市   

   臼杵市偉人継承事業 市   

  市民会館運営事業 市  

 （3）その他 歴史環境保全事業 市  
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（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

 

 

１２．再生可能エネルギーの利用の推進 

 

 

 

 

（１）現状と問題点 

本市は、平成 27 年にバイオマス産業都市として認定を受け、令和 6 年に地球温暖化対策

実行計画＜区域施策編＞を策定し、ゼロカーボンシティを宣言し、地域の脱炭素及び循環型

社会の形成を推進している。 

本市では、太陽光発電のポテンシャルが高いとされる平野や台地が分布しており、土地を

利用したソーラー発電施設が点在している。また、山間部では風況条件に恵まれたエリアが

複数存在し、風力発電施設が計画化され、一部稼働を開始している。 

一方で、メガソーラーをはじめとする大規模な開発を伴う施設整備は、景観や自然との調

和、地域との共生に課題が残る。 

このような中、景観や自然への影響に配慮しつつ、災害対策やエネルギーの地産地消に向

け、建築物への太陽光発電設備等の設置やバイオマスの地域内循環利用のさらなる普及推進

が必要である。 

（２）その対策 

再生可能エネルギーの普及をはじめとする地域脱炭素の推進に当たり、景観や自然への影

響に配慮し、地域との共生に重点を置いた施策の推進を行う。 

公共施設は、学校や水道施設をはじめとして、消費電力が多い施設が数多く存在するため、

これらの施設へ再生可能エネルギー設備や蓄電池を設置することにより、地域の脱炭素化と

災害等への備えの両立を図る。 

また、未利用木材や食品残渣物などのバイオマス資源を地域内で循環利用するため、市内

でのバイオマスの発生から加工、流通、さらには発電や熱源利用まで、一貫したシステムの

構築を推進する。 

さらに、こうした取り組みを通じて民間での活動を牽引・先導し、さらなる地域の脱炭素

化につなげるため、補助制度の創設をはじめとする民間支援の充実を図る。  
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針  

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標 
現 状 

（令和 6年度） 

目 標 

（令和 12年度） 
成果指標の説明 

公共施設における再

生可能エネルギー発

電設備の設置容量【累

計】 

353.4kwh 800kwh 

公共施設に設置された

再エネ設備（ＰＰＡ等第

三者設置含む。）の総容

量 

再生可能エネルギー

発電設備を設置した

指定避難所の数【累

計】 

2 施設 12 施設 

非常用電源として活用

できる再生可能エネル

ギー発電設備のある指

定避難所の数 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

１２ 再生可能エネ (1) 再生可能エネル バイオマス産業化推進事業 市  

ルギーの利用

の推進 
ギー利用施設 脱炭素社会推進事業 市  

   
(2)過疎地域持続的 

発展特別事業  
脱炭素社会推進事業 市  
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１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

 

（１）現状と問題点 

 

  ア．庁舎整備・公共施設利活用 

    本市の公共施設等は老朽化が進んでおり、総数の 69.6％が築 30年超、43.1％が築 40 年

を経過している。また、施設の安全性や快適性が低下したり、利用者ニーズを満たせず利

用者満足度が低下する可能性がある。 

    また、公共施設等の主な利用者は市民だが、人口推計結果によると、今後も少子高齢化

が進み、高齢化率が高まりつつ各年代の人口が減少する見込みとなっており、これらの状

況を背景として、施設需要にも変化が見られることが想定される。例えば、高齢者福祉関

連施設の需要が高まる一方で、小中学校等の年少世代が利用する施設は、1 施設あたりの

利用人数が低下することが予想され、また、社会経済環境の変化に伴い、新たな施設需要

が生まれる可能性が考えられる。 

イ．大分都市広域圏 

  平成 28 年 3月に 7市 1 町で連携協約を締結しで形成した「大分都市広域圏」では、「第 

2 期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的に取り組むことでより効果的な施策の実現 

に向け協議・検討を行っている。令和 8 年 3 月からは佐伯市が加わり、令和 8 年度から

は 8 市 1町で「第 3 期大分都市広域圏ビジョン」に基づき広域的な取り組みを実施する。 

人口減少が今後も見込まれる中、各市町が単独では解決できない課題に対する施策や安 

心して快適な暮らしを営んでいける施策を今後も継続して行っていく。 

 

（２）その対策 

  ア．庁舎整備・公共施設利活用 

    庁舎及びその他の公共施設については、設置環境や使用方法、経年劣化から生じる汚れ、

損傷、老朽化の進行等に伴い、本来の機能が低下するものである。対処療法的に劣化の進

んだ施設等の補修を行う（事後保全）のではなく、劣化が進む前に、日常点検・定期点検・

臨時点検や劣化診断を行い、対策を行う（予防保全）ことで、施設等の長寿命化を図り、

トータルコストの縮減に努めることとする。 

また、点検・診断等の履歴情報を集積・蓄積することで、全庁的に施設等の老朽度を把

握し、計画的な老朽化対策を進めるとともに都市計画マスタープランや立地適正化計画

等といった各種計画等も考慮し、計画的に維持管理・修繕・更新等を実施する。 

イ．大分都市広域圏 

    大分県内の 8市 1 町で構成する大分都市広域圏の基本連携項目のうち「公共施設の相互 

利用の促進」「市民活動の推進」に掲げる連携効果に資する取り組みを実施することによ 

り本計画に記載するその他地域の持続的発展に関し必要な事項をより効果的に進める。 
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（３）事業計画（令和 8年度～令和 12 年度） 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設管理計画における、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

及び、施設類型ごとの管理に関する基本的な方針との整合を図ることとする。 

また、投資的経費の増加や人口減少など各施設を取り巻く状況を勘案し、各年度において

行う『中期財政計画』、『公共施設等五ヵ年計画』、『予算編成』、『臼杵市公有財産利活用等検

討委員会』などにおいて検討検証を行いながら各施設の公共施設マネジメントを推進する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
事業名 

（施設名） 
事業内容 事業主体 備 考 

１３ その他地域 (1)庁舎・公共施設 庁舎整備・改修事業 市   

   の持続的発   公共施設利活用事業 市   

展に関し必

要な事項 

(2)過疎地域持続的 

発展特別事業 
少子化対策事業 市  

   婚活推進事業 市   
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事業計画 過疎地域持続的発展特別事業分（ソフト事業） 
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環境保全型農林振興公社支援事業
内　容：有機堆肥事業、農地利用集積円滑化、機具等の運営管
理等に対する補助
必要性：農業従事者の高齢化、減少等に対する農地の高度利用
効　果：作物の安定生産、有機農業の推進

農林公社

魚介類放流事業
内　容：魚介類の放流に関し補助を行う
必要性：生態の環境保全
効　果：漁業事業者の収入増

県漁業公社
漁協・市

大分地域造船技術センター運営協議会補助事業
内　容：大分地域造船技術センター運営協議会への補助
必要性：熟練技能の承継
効　果：造船業の次世代人材育成

市

中小企業振興資金保証料補給事業
内　容：必要な融資に係る信用保証料の補給金を交付する。
必要性：事業資金の調達
効　果：産業の振興と中小企業の健全な発展

市

企業進出支援事業
内　容：野津東部（小郡）の市有地測量等行う
必要性：企業進出に対応する土地の整備
効　果：企業進出用地の整備

市

商店街活性化事業
内　容：商店街店舗における改修等への補助、観光施設の運営
必要性：中心市街地活性化
効　果：地域の商業の発展

市

商工会議所・商工会補助事業
内　容：商工会議所・商工会への補助
必要性：中小商工業者への支援
効　果：中小企業の発展

市

中心市街地活性化事業
内　容：商店街店舗における改修等への補助
必要性：中心市街地活性化
効　果：地域の商業の発展

市

産業振興事業
内　容：料飲店組合・たばこ協議会・工業連合会等への助成
必要性：工業振興の各種事業展開
効　果：自主的な経済活動の促進、たばこ販売促進、環境美化

市

観光振興事業
内　容：観光協会への補助、観光情報発信拠点の運営
必要性：誘致宣伝における活動民間の主体的な活動への助成
効　果：交流人口増加

市

創業支援事業
内　容：市内で新たに創業する人に対し初期費用を助成
必要性：創業支援
効　果：産業振興の促進

市

沿岸漁業振興特別対策事業
内　容：臼杵湾の海底耕うん及び堆積ゴミ撤去
必要性：漁獲高向上による漁業への振興
効　果：産業振興の促進

市

水田農業担い手等支援事業
内　容：集落営農組織等の機械導入助成
必要性：作業効率化のための機械導入
効　果：水田農業の生産振興

市

ユネスコ食文化創造都市事業
内　容：臼杵の食文化を世界に発信
必要性：郷土料理・精進料理等の継承
効　果：地域活性化・観光人口の増加

市

サテライトオフィス誘致促進事業
内　容：企業進出に対する助成
必要性：空店舗等の有効活用
効　果：雇用創出・産業振興

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。
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４　交通通信体
系の整備、情報
化及び地域間交
流の促進

（9）過疎地域
持続的発展特別事業

生活交通路線支援事業
内　容：民間路線バスの廃止路線代替運行、運行事業者への補
助
必要性：通勤・通学・病院・商業施設への交通手段
効　果：高齢者等の日常生活の利便性向上

地域公共交
通活性化協
議会
市

道路ストック調査
内　容：道路、トンネル、舗装、法面の点検調査
必要性：道路改修の優先度をはかる
効　果：道路の適正な管理

市

５ 生活環境の整備
（7）過疎地域
持続的発展特別事業

臼杵市一般廃棄物処理基本計画見直し業務
内　容：一般廃棄物処理の長期計画策定
必要性：生活環境の改善
効　果：生活基盤の充実・住みよいまちづくり

市

臼杵市家庭ごみ収集・運搬体制のあり方に関する検討業務
内　容：一般廃棄物処理の長期計画策定
必要性：安定したごみ処理
効　果：生活基盤の充実・住みよいまちづくり

市

臼杵市地域防災強化事業
内　容：防災対策マニュアル、防災啓発資料等の作成
必要性：防災減災対策
効　果：防災意識の醸成

市

戸建住宅の太陽光発電設備設置費補助金
内　容：住居を新築等による太陽光発電設備設置補助
必要性：過疎対策
効　果：定住人口の増、低炭素化のまちづくり

市

移住者居住支援事業
内　容：定住を目的とした転入者への家賃、住宅購入助成
必要性：住環境の確保
効　果：定住人口の増

市

ペレットストーブ普及事業
内　容：間伐材を元とした燃料のペレットストーブ購入補助
必要性：CO2削減、山林健全化
効　果：低炭素化のまちづくり

市

集合住宅整備補助
内　容：単身世帯向け集合住宅整備補助
必要性：単身居住者の住居確保
効　果：定住者増

市

浄化槽水質検査手数料補助事業
内　容：個人設置浄化槽の法定検査手数料に対する一部補助
必要性：生活排水処理対策の普及促進、公共用水域の水質保全
効　果：法定検査受検率の向上・綺麗な水環境の保全

市

一般廃棄物処理施設精密機能診断及び整備に係る検討書作成業
務
内　容：中長期的な保全計画及び延命化計画策定
必要性：一般廃棄物処理施設の処理機能及び設備・装置の状況
を把握し、今後の維持管理と施設整備の基礎資料作成
効　果：中長期的及び効率的な施設整備

市

水洗化普及促進啓発事業
内　容：パンフレット、ポスターを作成し配布
必要性：浄化槽整備による生活排水処理率の向上
効　果：生活基盤の充実・住みよいまちづくり

市

新婚生活応援事業
内　容：新婚者への家賃・引っ越し費用の補助
必要性：新婚生活に伴う費用軽減
効　果：新婚世帯の増

市

若者民間賃貸住宅支援事業
内　容：民間賃貸住宅建設のための補助
必要性：単身居住者等の住宅確保
効　果：移住・定住人口の増

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。

 

城下町泊事業
内　容：城下町の歴史的建物での宿泊・自然体験等
必要性：歴史的建物への集客及び活用
効　果：地域活性化・観光人口の増加

市

臼杵市観光協会支援事業
内　容：臼杵市観光協に対する支援
必要性：地域活性化
効　果：観光人口の増加

市

４ 地域における情
報化

（2）過疎地域
持続的発展特別事業

行政デジタル推進事業
内　容：ネットワーク整備
必要性：オンライン申請への対応
効　果：行政サービスの向上

市

マイナンバー利活用事業
内　容：マイナンバーカード利活用の環境整備
必要性：マイナンバーカードの普及促進
効　果：行政サービスの向上

市

５　交通施設の整
備、交通手段の確保

（9）過疎地域
持続的発展特別事業

生活交通路線支援事業
内　容：民間路線バスの廃止路線代替運行、運行事業者への補
助
必要性：通勤・通学・病院・商業施設への交通手段
効　果：高齢者等の日常生活の利便性向上

地域公共交
通活性化協
議会
市

道路ストック調査事業
内　容：道路、トンネル、舗装、法面の点検調査
必要性：道路改修の優先度をはかる
効　果：道路の適正な管理

市

６ 生活環境の整備 （7）過疎地域
持続的発展特別事業

一般廃棄物処理基本計画見直し業務
内　容：一般廃棄物処理の長期計画策定
必要性：生活環境の改善
効　果：生活基盤の充実・住みよいまちづくり

市

家庭ごみ収集・運搬体制のあり方に関する検討業務
内　容：一般廃棄物処理の長期計画策定
必要性：安定したごみ処理
効　果：生活基盤の充実・住みよいまちづくり

市

地域防災強化事業
内　容：防災対策マニュアル、防災啓発資料等の作成
必要性：防災減災対策
効　果：防災意識の醸成

市

戸建住宅の太陽光発電設備設置費補助金
内　容：住居を新築等による太陽光発電設備設置補助
必要性：過疎対策
効　果：定住人口の増、低炭素化のまちづくり

市

ペレットストーブ普及事業
内　容：間伐材を元とした燃料のペレットストーブ購入補助
必要性：CO2削減、山林健全化
効　果：低炭素化のまちづくり

市

集合住宅整備補助
内　容：単身世帯向け集合住宅整備補助
必要性：単身居住者の住居確保
効　果：定住者増

市

浄化槽水質検査手数料補助事業
内　容：個人設置浄化槽の法定検査手数料に対する一部補助
必要性：生活排水処理対策の普及促進、公共用水域の水質保全
効　果：法定検査受検率の向上・綺麗な水環境の保全

市

一般廃棄物処理施設精密機能診断及び整備に係る検討書作成業
務
内　容：中長期的な保全計画及び延命化計画策定
必要性：一般廃棄物処理施設の処理機能及び設備・装置の状況
を把握し、今後の維持管理と施設整備の基礎資料作成
効　果：中長期的及び効率的な施設整備

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。
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水洗化普及促進啓発事業
内　容：パンフレット、ポスターを作成し配布
必要性：浄化槽整備による生活排水処理率の向上
効　果：生活基盤の充実・住みよいまちづくり

市

新婚生活応援事業
内　容：新婚者への家賃・引っ越し費用の補助
必要性：新婚生活に伴う費用軽減
効　果：新婚世帯の増

市

若者民間賃貸住宅支援事業
内　容：民間賃貸住宅建設のための補助
必要性：単身居住者等の住宅確保
効　果：移住・定住人口の増

市

空き家・空き地活用事業
内　容：家財道具撤去費用等の補助
必要性：空き家・空き地の有効活用
効　果：移住・定住人口の増

市

宅地耐震化推進事業
内　容：宅地耐震化調査等
必要性：安心して生活できる環境づくり
効　果：耐震状況の把握

市

消防指令業務共同運用事業
内　容：消防指令の共同運用
必要性：緊急時の体制強化
効　果：事務効率化等

県内
全市町村

７ 子育て環境の確
保、高齢者等の保健
及び福祉の向上
及び増進

（8）過疎地域
持続的発展特別事業

生きがいデイサービス、軽度生活支援型訪問介護サービス
内　容：介護保険適用外高齢者の交流の場の提供ならびに訪問
介護サービスを提供
必要性：要介護状態への進行を防止
効　果：介護保険の認定者率の抑制

市

高齢者見守り事業
内　容：緊急通報装置を活用した安否確認・相談を24時間体制
で行う
必要性：高齢者の安全・安心の確保
効　果：高齢者の不安解消・自立生活の継続

市

高齢者配食サービス事業
内　容：高齢者・障害者の自宅へ食事配送
必要性：高齢者等の自立生活の継続
効　果：高齢者等の健康維持・見守り

市

放課後児童健全育成事業
内　容：放課後児童クラブの設置・運営
必要性：子育てしやすい環境づくり
効　果：少子化対策・子どもの健全育成

市

在宅高齢者住宅改造助成事業
内　容：浴室、トイレ、廊下等の住宅設備の改造助成
必要性：住宅の段差解消
効　果：高齢者の生きがいづくり、健康維持

市

高齢者はり、灸、あんま施術料助成事業
内　容：はり・きゅう・あんまの施術を受けた経費の一部助成
必要性：高齢者等の自立生活の継続
効　果：高齢者の健康維持

市

保育料の減額措置
内　容：第２子以降の保育料優遇
必要性：多子世帯の保育料減額
効　果：定住人口の増

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。
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７ 医療の確保
（3）過疎地域
持続的発展特別事業

在宅当番医制（一次救急医療）運営事業
内　容：休日・夜間の一般診療救急医療の実施を医師会へ委託
必要性：医療体制の充実
効　果：安心生活の向上

市

医学部生看護学生奨学金制度
内　容：医学生、看護学生への経済的支援
必要性：医療体制の充実
効　果：医師の確保・人材育成

市

若手医師定住支援助成金助成事業
内　容：若手医師定住支援の助成
必要性：医療体制の充実
効　果：医師の確保・定住人口増

市

地域医療充実・確保実施事業
内　容：医療機関、薬局等を結ぶネットワーク事業への助成
必要性：地域医療ネットワークの拡充
効　果：適切な健康管理、医療費の抑制

市

健康管理システム構築事業
内　容：健康情報を一元管理システムの構築
必要性：住民への健康指導を効果的に円滑に行う
効　果：適切な健康管理、医療費の抑制

市

DMAT助成事業
内　容：DMATに関わる器具購入助成
必要性：医療体制の充実
効　果：安心生活の向上

市

８　教育の振興
（4）過疎地域
持続的発展特別事業

臼杵市小・中学校の複式学級解消事業
内　容：小規模校の複式学級の解消
必要性：学力の向上
効　果：適切な指導の向上

市

放課後子ども教室推進事業
内　容：放課後、地域や保護者の方が子どもに教育する
必要性：学力の向上
効　果：基礎学力の定着

市

スクールバス運行事業
内　容：遠距離児童に対し、タクシーやバスを運行
必要性：子どもの育成に適正な学校配置の推進
効　果：安全・安心な通学

市

臼杵市小・中・高校連携による人材育成支援事業
内　容：高校生の通学補助
必要性：市内高校の生徒確保
効　果：将来を担う人材育成・定住促進

市

臼杵市大学生奨学金貸付事業
内　容：大学に進む学生への経済的支援
必要性：有用な人材育成
効　果：将来を担う人材育成・定住促進

市

ICT教育環境整備事業
内　容：市内学校へのタブレット配備
必要性：教育環境の充実
効　果：基礎学力の向上

市

小学校外国語活動指導助手派遣事業
内　容：外国語活動指導助手の派遣
必要性：グローバル化に対応した教育環境の整備
効　果：英語能力の向上

市

臼杵市小・中学校の特別支援教育支援員配置事業
内　容：困りを抱えた児童・生徒への支援
必要性：特別支援教育の推進
効　果：個々に応じたきめ細かい教育

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。

 

病児病後児保育委託
内　容：市内の医療機関へ保育委託
必要性：安心して産み育てるための支援
効　果：定住人口の増

市

子育て支援事業
内　容：必要な子育て情報を発信、相談窓口の運営
必要性：子育てに不安感を抱いたり、孤立感の解消
効　果：子育てへの安心感

市

地域共生社会推進事業
内　容：安心して生活できるための環境づくり
必要性：少子高齢者化対策
効　果：地域共生社会の実現

市

８ 医療の確保 （3）過疎地域
持続的発展特別事業

在宅当番医制（一次救急医療）運営事業
内　容：休日・夜間の一般診療救急医療の実施を医師会へ委託
必要性：医療体制の充実
効　果：安心生活の向上

市

医学部生看護学生奨学金制度
内　容：医学生、看護学生への経済的支援
必要性：医療体制の充実
効　果：医師の確保・人材育成

市

若手医師定住支援助成金助成事業
内　容：若手医師定住支援の助成
必要性：医療体制の充実
効　果：医師の確保・定住人口増

市

地域医療充実・確保実施事業
内　容：医療機関、薬局等を結ぶネットワーク事業への助成
必要性：地域医療ネットワークの拡充
効　果：適切な健康管理、医療費の抑制

市

健康管理システム構築事業
内　容：健康情報を一元管理システムの構築
必要性：住民への健康指導を効果的に円滑に行う
効　果：適切な健康管理、医療費の抑制

市

DMAT助成事業
内　容：DMATに関わる器具購入助成
必要性：医療体制の充実
効　果：安心生活の向上

市

うすき石仏ネット整備事業
内　容：ネットワークシステムの整備
必要性：医療体制の充実
効　果：緊急時における適切な処置

市

二次救急医療施設運営費等補助事業
内　容：休日及び夜間に重症患者を受け入れる医療機関への補
助
必要性：医療体制の充実
効　果：医師・医療関係者の確保

臼津
広域連合

９　教育の振興 （4）過疎地域
持続的発展特別事業

小・中学校の複式学級解消事業
内　容：小規模校の複式学級の解消
必要性：学力の向上
効　果：適切な指導の向上

市

放課後子ども教室推進事業
内　容：放課後、地域や保護者の方が子どもに教育する
必要性：学力の向上
効　果：基礎学力の定着

市

スクールバス運行事業
内　容：遠距離児童に対し、タクシーやバスを運行
必要性：子どもの育成に適正な学校配置の推進
効　果：安全・安心な通学

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。
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小・中・高校連携による人材育成支援事業
内　容：高校生の通学補助
必要性：市内高校の生徒確保
効　果：将来を担う人材育成・定住促進

市

大学生奨学金貸付事業
内　容：大学に進む学生への経済的支援
必要性：有用な人材育成
効　果：将来を担う人材育成・定住促進

市

教育ローン利子補給事業
内　容：大学に進む学生への経済的支援
必要性：有用な人材育成
効　果：将来を担う人材育成・定住促進

市

ICT教育環境整備推進事業
内　容：市内学校へのタブレット配備
必要性：教育環境の充実
効　果：基礎学力の向上

市

小学校外国語活動指導助手派遣事業
内　容：外国語活動指導助手の派遣
必要性：グローバル化に対応した教育環境の整備
効　果：英語能力の向上

市

特別支援教育充実事業
内　容：困りを抱えた児童・生徒への支援
必要性：特別支援教育の推進
効　果：個々に応じたきめ細かい教育

市

就学指導相談、調査票等作成（委託）事業
内　容：支援を必要とする児童・生徒や保護者等への指導・相
談
必要性：特別支援教育の推進
効　果：特別支援教育の普及・啓発

市

臼杵っこ育成支援事業
内　容：臼杵っこの育成
必要性：人財育成
効　果：うすき大好き、臼杵っこの育成

市

いじめ・不登校指導員配置事業
内　容：いじめ・不登校の解消
必要性：いじめ・不登校対策
効　果：いじめ・不登校の解消

市

臼杵市体育協会補助事業
内　容：体育協会への補助
必要性：スポーツ環境の充実
効　果：スポーツの振興、向上

市

自然の中での宿泊体験事業
内　容：農家民宿により、受入家庭との交流や自然活動を行う
必要性：学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、食育の考えなどを
育成
効　果：自分の故郷を大切にする心の醸成

市

青少年教育事業
内容：「ふるさと臼杵」をキーワードに自然体験など子どもの
学校外活動の提供。
必要性：子どもの「生きる力」の育成
効果：学ぶ力・誠実さ・たくましさの育成

市

家庭教育・人権・同和教育推進事業
内容：就学前後の子どもを持つ親に対する学習機会の提供。
必要性：親育ち、親同士のの交流
効果：子どもの健全育成

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。
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協育ネットワーク推進事業
内　容：公民館活動等、地域団体、個人などに対し、人権学習
や趣味活動等地域課題解決や仲間づくりのための学習機会の提
供。
必要性：地域づくり、人材育成、子ども活動支援・学校支援
効果：学んだことを還元する仕組みづくり

市

公民館事業
内　容：公民館等を拠点とした教室事業
必要性：一生涯を通じて学び続けることのできる学習環境の充
実
効　果：学習機会の拡充

市

読書のまちづくり推進事業
内　容：読書環境の充実
必要性：読書習慣の定着
効　果：学力向上

市

学力向上対策事業
内　容：複式解消、英語専門員、通級指導員、特別支援教育相
談員、学校図書専門員等の配置
必要性：個々に応じたきめ細かい教育
効　果：学力向上

市

GIGAスクール構想整備事業
内　容：1人1台の端末整備
必要性：ICT環境環境の充実
効　果：創造性を育むICT教育の実現

市

学校図書館専門員配置事業
内　容：学校図書館専門員の配置
必要性：読書環境の充実
効　果：学びの基礎となる読書力向上

市

スクールソーシャルワーカー活用事業
内　容：スクールソーシャルワーカーの配置
必要性：サポートが必要な児童・生徒への支援
効　果：多様な支援方法を用いての課題解決

市

ICT教育プログラミング教育推進事業
内　容：プログラミングソフト導入
必要性：ICT環境環境の充実
効　果：創造性を育むICT教育の実現

市

１０ 集落の整備 （2）過疎地域
持続的発展特別事業

地域コミュニティ活動創造事業
内　容：地域コミュニティ活動創造事業補助金を助成（地域振
興協議会補助金）
必要性：地域コミュニティの活性化
効　果：コミュニティの健全な発展を図る

市

安心生活お守りキット情報管理事業
内　容：台帳管理システム開発
必要性：安心生活お守りキットの申込者に関する情報を円滑に
管理する
効　果：的確な台帳管理

市

集落支援員の活動費助成事業
内　容：集落の状況把握・点検等を行う集落支援品を地域に配
置
必要性：地域コミュニティの活性化
効　果：地域活動の継続・活発化

市

コミュニティ再編事業
内　容：小学校単位での地域活動を推進
必要性：地域コミュニティの活性化
効　果：地域活動の維持・活発化

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。



 - 81 - 

 
 
 
 
 
 

 

一般コミュニティ助成事業
内　容：主にコミュニティ活動に直接必要な設備の整備に対す
る補助
必要性：地域コミュニティの活性化
効　果：コミュニティの健全な発展を図る

市

活力ある地域づくり支援事業
内　容：地区の特性を活かした商品の開発や地域間の交流促進
および地域活動の拠点に対する支援
必要性：地域コミュニティの活性化
効　果：地域内・地域間の交流促進、地域活動の活性化、持続

市

１１　地域文化の
振興

（2）過疎地域
持続的発展特別事業

臼杵磨崖仏保存事業
内　容：紫外線照射による国宝臼杵石仏の保存
必要性：文化財保護・文化振興
効　果：国宝保存、観光と連携した交流人口増

市

伝統芸能継承事業
内　容：無形（民族）文化財の用具補修や後継者育成
必要性：地域文化の保存・振興
効　果：伝統芸能活動による地域の活性化

市

うすき竹宵事業
内　容：歴史的町並みを舞台に竹ぼんぼりで彩るイベント
必要性：歴史的景観の保全・歴史的資産の周知
効　果：観光客の増

市

吉四六さん地域文化振興事業
内　容：地域文化遺産である吉四六民話を題材にした地域振興
必要性：地域文化の継承・振興
効　果：地域愛着の住民意識の向上・地域住民の一体感の醸成

市
実行委員会

歴史資料等保存管理、公開事業
内　容：臼杵市が所蔵する歴史資料の永続的保存、公開
必要性：貴重な地域歴史資料を後世への継承
効　果：永続的に歴史資料を保存管理

市

市内重要遺跡確認調査事業
内　容：開発行為に対処する発掘調査、遺跡の保存目的調査
必要性：重要遺跡保護と活用のために必要なデータを得る
効　果：文化財を保存、活用

市

臼杵市藩政史料等調査事業
内　容：市所蔵史料の概要把握
必要性：史料の保存・修復計画の策定
効　果：資料的価値の把握

市

文化財愛護少年団育成事業
内　容：文化財周辺の清掃、伝統芸能の継承、文化財に関する
学習活動
必要性：文化財愛護意識を高め、郷土を愛する気持ちを育む
効　果：伝統芸能の継承、文化財の美観保持

市

荘田平五郎地域文化振興事業
内　容：臼杵市出身の荘田平五郎の功績周知
必要性：荘田平五郎の功績を称え後世へ継承
効　果：地域振興

市

臼杵市偉人継承事業
内　容：臼杵市にゆかりのある偉人の功績周知
必要性：臼杵市にゆかりのある偉人の功績を称え後世へ継承
効　果：地域振興

市

市民会館運営事業
内　容：市民会館を利用した文化活動の実施
必要性：質の高い文化芸術の提供
効　果：文化芸術振興

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。
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１２　再生可能エネ
ルギーの推進

（2）過疎地域
持続的発展特別事業

脱炭素社会推進事業
内　容： 脱炭素社会に向けての助成
必要性： 脱炭素社会に向けての支援
効　果： 二酸化炭素削減

市

１３　その他地域の
持続的発展に関し必
要な事項

（2）過疎地域
持続的発展特別事業 少子化対策事業

内　容：少子化対策のための助成
必要性：安心して生み育てるための支援
効　果：人口増加

市

婚活推進事業
内　容：独身男女を対象としたイベントの実施
必要性：新たな出会いの場の創出
効　果：未婚率改善・少子化対策

市

各事業につ
いては事業
効果が一過
性でなく将
来に及ぶも
のである。
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